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減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

   第10  議案第11号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同で設置

する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公

務災害補償等審査会共同設置規約の変更について 

   議案第12号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同で

設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職

員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の変更について 

   第11  議案第13号 大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例 

   第12  一般質問  

３ 本日の会議に付した事件 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  施政方針 

 日程第４  議案第１号 教育委員会委員の任命について 

 
日程第５ 

 
議案第２号 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例 

 
 

 
議案第３号 大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条

例 

 日程第６  議案第４号 大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例 

   議案第５号 大崎地域広域行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例 
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   議案第６号 大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 日程第７  議案第７号 工事請負契約の締結について 

 日程第８ 

 

 議案第８号 令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算（第５

号） 

 日程第９  議案第９号 令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算 

   議案第10号 宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第10  議案第11号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同で設置

する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公

務災害補償等審査会共同設置規約の変更について 

   議案第12号 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同で

設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職

員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の変更について 

 日程第11  議案第13号 大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例 

 日程第12  一般質問  

４ 出席議員（１５名） 

    １番  関   武 徳 君         ２番  佐 藤 弘 樹 君 

    ３番  鎌 内 つぎ子 君         ４番  横 山 悦 子 君 

    ５番  氏 家 善 男 君         ６番  中 山   哲 君 

    ７番  福 田   弘 君         ８番  早 坂 忠 幸 君 

    ９番  三 浦 英 典 君        １０番  米 木 正 二 君 

   １１番  後 藤 洋 一 君        １２番  久     勉 君 

   １３番  鈴 木 宏 通 君        １４番  平 吹 俊 雄 君 

   １５番  吉 田 二 郎 君 

５ 欠席議員（なし） 

６ 説明員 

管 理 者 伊 藤 康 志 君 
 

副 管 理 者 猪 股 洋 文 君 

副 管 理 者 早 坂 利 悦 君 
 

副 管 理 者 遠 藤 釈 雄 君 

副 管 理 者 相 澤 清 一 君 
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藤 島 善 光 君 
 

ほなみ園長 坂 井   浩 君 
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業 務 課 長 

柴 岡 雄 司 君 
 

施設管理課長 坂 本   徹 君 

施設整備課長 佐 藤 忠 房 君 
 消 防 本 部 

消 防 長 櫻 井 俊 文 君 

消 防 本 部 
消 防 次 長 大 石   誠 君 

 消 防 本 部 
総 務 課 長 板 垣 英 明 君 
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伊 藤 一 彦 君 
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 参 事 兼 

古川消防署長 
浅 沼 卓 也 君 

鳴子消防署長 髙 橋 茂 樹 君 
 

加美消防署長 髙 橋 勇 幸 君 

遠田消防署長 中 楯 正 宏 君 
 

監 査 委 員 佐々木 富 夫 君 

教 育 長 熊 野 充 利 君 
 教育次長兼 

総 務 課 長 
遊 佐   徹 君 

７ 議会事務局出席職員 

事 務 局 長 
兼監査委員事務長 

安 倍   潔 君 
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 総 務 課 
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兼総務企画係長 

水 上 吉 治 君 
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会 議 の 経 過 

開      会 

午前１０時００分 

○議長（関 武徳君） 出席議員定足数に達しておりますので，令和５年第１回大崎地域広域行政

事務組合議会定例会は成立いたしました。 

   よって，開会いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

開      議 

○議長（関 武徳君） これから会議を開きます。 

   本日の議事日程は，お手元に配付いたしております議事日程第１号をもって進めてまいりま

す。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第１ 会議録署名議員の指名」 

○議長（関 武徳君） 日程第１，本日の会議録署名議員を指名いたします。５番氏家善男議員，

１１番後藤洋一議員のお二人にお願いをいたします。 

   地方自治法第１２１条の規定により，お手元に配付のとおり説明員の出席通知がありました

ので，御報告いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第２ 会期の決定」 

○議長（関 武徳君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   本定例会の会期は，本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，会期は本日１日間と決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第３ 施政方針」 

○議長（関 武徳君） 日程第３ 施政方針。 

   本件に関し，管理者の報告を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 本日，ここに令和５年第１回大崎地域広域行政事務組合議会定例会が開

催されるに当たり，広域行政に関する所信の一端と施策の大綱を申し述べ，議員皆様並びに圏

域住民皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

   本年３月１１日で，未曽有の被害をもたらした東日本大震災から１２年を迎えました。暦の

上では一回りしたわけでございます。改めて，犠牲となられた多くの方々の御冥福をお祈りし，
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現在も復興に向けて努力を続けている被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症については，令和２年に国内で最初の新型コロナウイルス感染者

が報告されて以来，感染者数の増加と減少を繰り返し，既に３年が経過しました。宮城県では

昨年１１月頃から感染者数がさらに増加し，第８波へ突入したと見られたことから，１１月３

０日に宮城県独自のみやぎ医療ひっ迫宣言を出しました。感染の拡大に伴う医療現場の負担を

軽減するため，県民や事業者に感染拡大防止への協力を求めるものでありましたが，感染者数，

病床使用率が減少したことから，２月１３日にみやぎ医療ひっ迫宣言を終了いたしました。 

   政府は，１月２０日に新型コロナウイルスの感染症法上の分類を５月８日から原則，季節性

インフルエンザと同等の５類に緩和する方針を固めましたが，救急業務を担う本組合消防本部

においては，今後も感染対策を徹底しながら，傷病者を安全に医療機関に搬送できるよう，引

き続き気を引締めて救急業務に当たっていく所存であります。 

   本組合では，令和５年度で，西地区熱回収施設の関連工事の最終年度となっていることや，

東部クリーンセンターの長寿命化整備事業などもあり，令和５年度当初予算案総額は１１１億

３，２６９万４，０００円で，前年予算対比で２６．７％，２３億４，６４０万６，０００円

の増額となっております。 

   今後，新斎場整備事業や新最終処分場整備事業など，取り組むべき課題が山積している状況

でありますが，いずれの事業におきましても構成市町と一体となり，圏域住民皆様の御理解を

いただきながら，施設の合理的な管理運営を図るなど，さらなる効率的かつ効果的な行財政運

営に積極的に取り組んでまいります。 

   以下，概要について申し上げます。 

   大崎広域市町村圏計画について申し上げます。 

   新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響もあり，構成市町が厳しい財政状況

下でありますが，圏域住民の皆様の生活の基盤となる衛生関連事業として，本年１０月には，

西地区熱回収施設整備事業の竣工や，令和５年度での新斎場整備事業の工事着手を目指してま

いります。 

   また，新最終処分場の整備事業については，本年５月末までに構成市町から候補地を推薦し

ていただくことになっており，その後，適地選定を行ってまいります。 

   これらの大規模事業を計画的に推進しながら，大崎広域市町村圏計画に基づく施策を着実に

遂行してまいります。 

   大崎広域ほなみ園事業について申し上げます。 

   児童発達支援事業については，令和５年４月当初の園児数は，９名の新入園児と１９名の在

籍園児と合わせて２８名でのスタートを予定しております。そのうち，医療的ケア児は６名の

予定となっております。 

   また，これまでの卒園児は，卒園式から就学までの間，家庭療育となっていた現状を踏まえ，

令和４年度から，卒園児も学期終了日まで登園日数の延長に取り組んでおり，園児の療育活動
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や保護者の負担軽減に努めているところであります。 

   リハビリテーション事業につきましては，本園においても，訪問によるリハビリテーション

を利用する園児が在籍していることを踏まえ，これまでリハビリテーション療育プログラム導

入事業を進めてまいりました。令和５年度は，児童発達支援計画を基に，リハビリテーション

を取り入れた療育活動を進めてまいります。 

   給食提供につきましては，園児の食育の重要性から保護者の協力を得て実施した食事調査を

基に，家庭における食事支援や園内のそしゃく力の弱い園児を対象に，口腔機能訓練の取組を

継続しております。 

   園の施設管理については，昨今，強盗や不審者侵入といった事件も多く聞かれている中で，

障害を抱えた園児を受け入れているほなみ園では，防犯対策の一環として，頂いた寄附金を活

用して，重大事件の発生をボタン一つで警察に伝える１１０番非常通報装置を設置し，令和５

年３月１日から運用を開始しております。 

   新型コロナウイルス感染症対策については，日々の園舎及び通園バスにおける抗菌コート及

び消毒作業，保護者への感染防止対策の周知並びに園児及び職員の健康チェックの徹底を継続

して取り組んでおります。 

   引き続き，利用者の皆様の御理解と御協力をいただきながら，関係機関と連携して，よりよ

い支援のサービス提供に努めてまいります。 

   環境衛生について申し上げます。 

   農林業系汚染廃棄物については，１市２町の放射能濃度が１キログラム当たり４００ベクレ

ルを超え８，０００ベクレル以下の焼却処理対象物３，５９０トンを，令和２年７月から焼却

処理を開始しました。 

   旧西部玉造クリーンセンターについては，令和４年６月３０日をもって廃止としたことから，

現在は２か所の焼却施設において焼却処理を実施しております。令和５年２月末現在までの市

町ごとの全体の処理実績については，大崎市が１，２１７．０９トン，涌谷町が１４２．７６

トン，美里町が９１．６４トンの合計１，４５１．４９トンの焼却処理が終わり，おおむね計

画どおり進捗しております。 

   焼却処理に当たり，空間線量及び各種放射性セシウム濃度の監視体制については，国のガイ

ドラインよりも厳しい自主基準を設けて実施しており，焼却処理を開始してから令和５年２月

までの測定結果は，空間線量，排ガス，焼却灰，放流水など全て基準値内の結果となっており

ます。 

   今後も，万全の監視体制と安全対策を講じ，農林業系汚染廃棄物の焼却処理を実施してまい

ります。 

   一般廃棄物処理については，令和４年４月にプラスチック資源循環促進法が施行されたこと

から，本組合でもプラスチック製品の資源化を進めてまいります。 

   令和５年度には，構成市町と連携し，製品プラスチック全地区回収に向け，モデル地区を設
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け，分別，回収，選別，梱包などの課題を確認するとともに，数量把握のため２か月間，日本

容器包装リサイクル協会の定める品質調査を計画しております。 

   また，蛍光管等の水銀使用製品資源化と併せ，周知広報活動を行い，令和６年度からの回収

開始を目標に進めてまいります。 

   さらに，環境省の補助事業である食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業を活

用した組合独自の事業を令和５年２月より開始いたしました。事業名は，資源出ストポイント

と名づけて，リサイクルセンター管理棟に資源物を持ち込んだ方へ独自ポイントを付与し，一

定のポイントをためた方へ還元することで，資源循環に対する啓発とリサイクル率の向上を目

指して取り組んでまいります。 

   また，不用になった家具などを持ち込んだ住民の方の了承を得た上で，無償提供する事業，

「大崎広域再生工房」については，令和４年度に７月，１１月，２月の計３回開催いたしまし

た。住民の皆様から大変好評をいただき，抽せんでの引渡しを行っている事業であることから，

令和５年度においても，資源の有効利用やごみの減量化推進を図るため，引き続き取り組んで

まいります。 

   ごみ処理施設運営について申し上げます。 

   中央クリーンセンターについては，供用開始から現在まで安定した稼働を続けています。電

力の価格高騰が続く中，発電設備を有する新施設は，発電した電力を自施設で消費するだけで

なく，隣接するリサイクルセンターと桜ノ目衛生センターにも電力の供給を行い，さらに余剰

電力については売電を行っています。令和４年度の売電見込額１億３，０００万円に対しまし

ては，１２月分までで約１億３，２００万円の売電収入となっており，今後も構成市町の財政

負担の軽減につなげてまいります。 

   なお，埋立処理施設の大日向クリーンパークにおいては，浸出水の水処理も安定しており，

引き続き適正な維持管理を行い，周辺環境の保全に努めてまいります。 

   西地区熱回収施設等整備事業について申し上げます。 

   本年，５か年工事の最終年に当たり，旧中央クリーンセンター解体後の跡地を利用し，洗車

場，第２計量棟，駐車場，搬入出路等の外構工事を行うなど，本年１０月の事業竣工を目指し

進めてまいります。 

   また，桜ノ目地区との大崎広域西地区熱回収施設整備等周辺環境整備推進協議会を定期的に

開催するなど，周辺地域との共存を目指した施設となるよう，桜ノ目地域の皆様から御意見を

頂戴しながら，圏域住民から信頼される施設となるよう努めてまいります。 

   東部クリーンセンター長寿命化整備事業について申し上げます。 

   平成３年３月に竣工し，３０年以上経過した東部クリーンセンターは，基幹的設備を中心に

経年劣化が著しいため，燃焼設備や受変電設備などを交換し，約１５年の長寿命化を図ってま

いります。事業手法については，従来の循環型社会形成推進交付金より補助率の高い二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金を活用することにより，財政負担の抑制に努めてまいります。 
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   また，工事期間については，令和５年度から令和８年度までの４か年を予定し，ごみの焼却

処理を継続しながら実施し，令和９年２月の完了を目指し，事業を進めてまいります。 

   新最終処分場整備事業について申し上げます。 

   組合施設の焼却灰を埋立てている大日向クリーンパークは，令和１２年４月をもって満床と

なる予定であります。新たな最終処分場の候補地については，組合で作成した立地回避区域を

参考としていただき，令和５年５月までに構成市町からそれぞれ１か所以上推薦していただく

よう依頼しているところであります。 

   また，推薦いただいた候補地については，客観的視点を重視するため，コンサルタント会社

により総合的な適地選定を行い，令和６年３月に最終候補地を決定してまいります。最終候補

地決定後は，用地取得や基本計画の策定などの取組を行い，令和１２年度の新たな最終処分場

の供用開始に向け，事業に着手してまいります。 

   し尿処理施設運営について申し上げます。 

   現在稼働している施設は，予防保全に重点を置いた計画的な保守整備を行い，し尿の性状の

変化にも適切に対応しながら，安定した水質で河川への放流を行っております。 

   また，し尿処理施設の中には老朽化している施設もありますことから，定期点検及び修繕を

的確に実施し，今後も環境衛生の向上に努めてまいります。 

   新斎場整備事業について申し上げます。 

   老朽化が著しい古川斎場と松山斎場を統合する大崎広域新斎場整備事業は，ＤＢＯ方式によ

る設計・建設・運営の一括事業のため，事業者選定委員会において総合評価を実施し，令和４

年１２月１８日に優秀提案者が選定され，その結果を踏まえ落札者を決定いたしました。 

   また，事業期間は，設計，建設工事が令和５年度から令和７年度まで３か年を予定し，令和

５年度は造成設計や道路の土木工事，建物の設計を実施してまいります。運営については，整

備事業が完了し，供用開始する令和８年４月より，２０年間の委託にて運営してまいります。 

   斎場管理運営について申し上げます。 

   斎場の統廃合に伴い，涌谷斎場の利用件数の増加が見込まれることから，令和４年７月から

控室増築工事に着手し，令和５年１月に完了いたしました。また，既設女子トイレの洋式化も

併せて行い，斎場利用者の利便性向上を図ってまいりました。祭壇などの設備備品も整え，令

和５年４月１日より新しい控室の供用を開始いたします。 

   今後も，圏域住民の皆様が利用しやすい斎場となるよう，定期的な点検，修繕を行いながら，

安定した施設運営に努めてまいります。 

   消防行政について申し上げます。 

   初めに，新型コロナウイルス感染症対策については，消防本部業務継続計画及び感染症対策

基本方針に基づく組織的な感染症対策に取り組みながらも，第７波及び第８波の感染拡大期に

おいても，複数の職員が同居家族などから感染する状況にありました。幸いにも，職場に持ち

込まない，持ち込ませないを徹底したことにより，消防力を低下させることなく，継続した行
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政サービスの提供につなげております。 

   また，アフターコロナを見据えて，消防訓練や応急手当講習会など，住民のニーズが高い業

務の制限解除や再開を念頭に，より充実した行政サービスを提供し，圏域の安全・安心の確保

につながる消防業務を推進してまいります。 

   令和４年中の大崎圏域における災害発生状況について申し上げます。 

   火災件数は５８件で，過去最少を記録した令和３年から９件の増加となりました。主な増加

要因といたしましては，春先の焼却行為によるものや，７月の局地的な落雷により３件連続で

火災が発生したものなどが挙げられます。 

   火災による死者は５名で，前年より２名多くなりましたが，負傷者は８名と，前年よりも９

名減少しております。 

   今後も，関係機関と連携し，火災発生の抑止と死傷者の根絶に努めてまいります。 

   次に，救急出動件数は９，９２１件と過去最多で，前年と比較して７９３件の増加となりま

した。主な増加要因といたしましては，急病が７６１件増加しております。新型コロナウイル

ス感染症の第７波及び第８波の影響と考えられるところであります。 

   今後も，引き続き，救急車の適正利用等を広く周知しながら，高まる救急需要に対応できる

よう，救急業務体制の充実に努めてまいります。 

   消防車両及び救急資機材の整備について申し上げます。 

   消防車両の整備については，遠田消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車及び古川消防署三本

木出張所に配備する高規格救急自動車を更新整備する予定であります。高規格救急自動車には，

心肺停止状態の傷病者に対して使用する自動心臓マッサージ器などの高度救命処置用資機材を

整備し，より一層の救命率向上に努めてまいります。 

   消防施設整備事業について申し上げます。 

   職員の感染症対策に配慮した鳴子消防署庁舎改修事業に係る実施設計業務等を適正に進めて

まいります。 

   火災予防行政について申し上げます。 

   第７５回全日本バレーボール高等学校選手権大会において優勝に輝いた古川学園女子バレー

ボール部の選手に対して，２月１５日に一日消防署長を委嘱し，全国制覇の知名度を火災予防

に結びつけ，ポスターを制作するなど，地域に密着した広報活動を実施したところであります。 

   コロナ禍での生活様式の変化により，リモートワークや外出を控えるなど，在宅時間が長く

なったことで，住宅火災での逃げ遅れの発生が懸念されることから，住宅用火災警報器の普及

啓発活動について，引き続き婦人防火クラブなどと連携しながら進めてまいります。 

   また，令和４年度導入の予防システムにより，防火対象物及び危険物施設の情報を一元管理

できることで，火災予防事務が効率化され，より一層の行政サービスの向上につながるととも

に，引き続き徹底した防火指導や火災予防対策を行い，圏域住民の安全・安心を確保する火災

予防行政を推進してまいります。 
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   消防防災について申し上げます。 

   昨年７月の記録的な大雨による名蓋川及び出来川の堤防決壊や，１２月に発生した山形県鶴

岡市での土砂災害など，頻発化する大規模な自然災害に備えて，構成市町，消防団などと緊密

に連携しながら，地域防災力のさらなる向上に努めてまいります。 

   また，発生が懸念されている大規模地震については，関係機関と連携した各種訓練を通じて，

応援及び受援活動の即応体制の充実強化を図り，有事の対応に万全を期してまいります。 

   消防職員の人材育成について申し上げます。 

   消防力の充実強化と行政サービスの向上を図るため，多岐にわたる教育研修として，消防大

学校への入校や救急救命士の養成を行い，また人事交流による能力開発を目的に，総務省消防

庁や自治体等の外部機関に職員を派遣するなど，引き続き積極的な人材育成に取り組んでまい

ります。 

   また，定年延長制度を見据えた多様な働き方を実践しながら，人材確保と魅力ある組織づく

りに取り組んでまいります。 

   大崎生涯学習センター事業について申し上げます。 

   大崎生涯学習センターは，本年８月をもって開館２５周年を迎えます。コロナ禍により，事

業運営に制約がかかる中，来館者の安全・安心に努めながら，世代や地域を越えた交流と学び

合いの場を提供し，大崎圏域住民の生涯学習活動を支えてまいりました。開館以来掲げており

ます，夢づくり・人づくり・地域づくりの３つの基本方針の下に，引き続き大崎圏域の生涯学

習の推進に取り組んでまいります。 

   プラネタリウム事業については，幅広い世代が楽しみながら学ぶことができる番組投影を行

ってまいります。 

   また，大崎ふるさとづくり基金の果実を活用して，大崎圏域内の小学４年生がプラネタリウ

ムを利用できるバス運行を支援するプラネタリウム学習支援事業については，学習等への利用

拡大に結びついていることから，引き続き支援体制の充実に努めてまいります。 

   生涯学習推進事業については，ライフステージに応じた各種生涯学習講座やワークショップ

などの事業を実施してまいります。 

   また，「小さなこどものまち」や人形劇フェスティバルなど，圏域の未来を担う子供たちの

成長につながる事業を提供してまいります。 

   視聴覚事業については，視聴覚教材の利用促進，文書作成ソフトや表計算ソフトなどのパソ

コン講座，教職員向けのプログラミング講座など，ＩＣＴリテラシー向上のための事業を推進

してまいります。 

   以上，施策の大綱について申し上げましたが，共同処理事務事業のさらなる効率性と効果的

な運営に努め，圏域住民皆様が安全で安心したサービスが受けられるよう最大限努力してまい

る所存でございます。 

──────────────────────────────────────────── 
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「日程第４ 議案第１号 教育委員会委員の任命について」 

○議長（関 武徳君） 日程第４ 議案第１号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第１号教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

   当組合教育委員会委員に大森真智子氏を最適任者と認め任命いたしたく，地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により，議会の同意を求めるものであります。 

   以上，議案第１号について御説明申し上げましたが，何とぞ御審議の上，満場の御同意を賜

りますようお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入りますが，ただいまのところ通告はありません。 

   質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 質疑なしと認めます。 

   これから議案第１号を採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第１号教育委員会委員の任命については，同意することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

  「日程第５ 議案第２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に 

   関する条例」 

○議長（関 武徳君） 日程第５ 議案第２号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例を議題といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第２号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例について御説明申し上げます。 

   議案書の２ページ及び条例の一部改正に関する資料の１ページをお開き願います。 

   本議案につきましては，国家公務員の定年引上げに伴い，地方公務員の定年も６０歳から６

５歳に段階的に引き上げられることを踏まえ，本組合の一般職の職員についても国家公務員と

同様の措置を講ずるため，管理監督職勤務上限年齢制の導入，定年前再任用短時間勤務制の導

入，情報提供・意思確認制度の創設など，所要の改正を行うとともに，地方公務員法及び人事

院規則の一部改正に伴い，再任用制度の廃止及び管理監督職勤務上限年齢以降の減給に対応で

きるよう，規定を整理するなどの関係条例の改正を行うものであります。 
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   以上，議案第２号について御説明申し上げましたが，何とぞ御審議の上，御可決賜りますよ

うお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入りますが，ただいまのところ通告はありません。 

   質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 

   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第２号を採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第２号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例は，原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第６ 議案第３号から議案第６号までの４か件一括」 

○議長（関 武徳君） 日程第６ 議案第３号から議案第６号までの４か件を一括して議題といた

します。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第３号から議案第６号まで一括して御説明申し上げます。 

   議案第３号大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

御説明申し上げます。 

   議案書の２０ページをお開き願います。 

   令和３年５月１９日に改正個人情報保護法が公布され，個人情報の保護に関する法律，行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律の３つの法律が，個人情報の保護に関する法律に一元化され，個人情報保護に関す

る対応が統一されることとなりました。 
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   このことから，地方公共団体におきましても，令和５年４月１日より，本法施行による個人

情報の取扱いに関わる規定が適用されることから，当組合での適切な取扱いのため，規定すべ

き事項について条例を定めるものであります。 

   続きまして，議案第４号大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の策

定について御説明申し上げます。 

   議案書の２４ページをお開き願います。 

   これまで，組合の情報公開・個人情報保護審査会の設置根拠については，現行の情報公開条

例で規定しておりましたが，改正個人情報保護法の施行に伴い，関係条例の整備を行いますこ

とから，当該審査会についても，情報公開・個人情報保護審査会条例を新たに制定し，審査会

への諮問などについて，本条例に規定するものであります。 

   続きまして，議案第５号大崎地域広域行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例につ

いて御説明申し上げます。 

   議案書の２８ページ及び条例の一部改正に関する資料の２２ページをお開き願います。 

   議案第４号で情報公開・個人情報保護審査会条例を組合で新たに制定することから，既存の

情報公開条例で定めている審査会の設置根拠を新たな条例で規定するため，現行の情報公開条

例を改正するものであります。 

   続きまして，議案第６号大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 

   議案書の３２ページ及び条例の一部改正に関する資料の３２ページをお開き願います。 

   個人情報保護法が改正されたことに伴い，組合として，大崎地域広域行政事務組合情報公

開・個人情報保護審査会条例を新たに制定することから，既存の個人情報保護運営審議会に係

る事務を令和５年４月１日から情報公開・個人情報保護審査会で当該審査会を行うため，本条

例の別表第１に記載しております個人情報保護運営審議会委員を削除するものとなっておりま

す。 

   以上，議案第３号から議案第６号まで御説明申し上げましたが，何とぞ御審議の上，御可決

賜りますようお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入りますが，ただいまのところ通告はありません。 

   質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 
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   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第３号から同第６号までの４か件を一括して採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   各案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第３号大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例，議案

第４号大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例，議案第５号大崎地域広

域行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例，議案第６号大崎地域広域行政事務組合特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は，原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第７ 議案第７号 工事請負契約の締結について」 

○議長（関 武徳君） 日程第７ 議案第７号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第７号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。 

   議案書の３３ページ及び議案第７号関係資料の１ページをお開き願います。 

   本議案は，大崎広域新斎場整備・運営事業の設計・建設工事についての請負契約を締結する

ため，大崎地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

   入札方式は，施設整備代表企業もしくは維持管理・運営業務代表企業を全体の代表企業とし，

宮城県内に本社または受任機関を登録している施設整備代表企業と大崎管内に本社または受任

機関を登録している地元企業及び火葬炉企業を協力企業として構成される特定建設工事共同企

業体を対象とした，総合評価一般競争入札を採用しております。 

   入札参加については，３グループから申請があり，学識経験者を中心とした事業者選定委員

会を設置し，昨年１２月１８日に総合評価を実施し，西松建設株式会社北日本支社グループを

落札者と決定し，令和５年２月２８日に契約の相手方として工事請負仮契約書を取り交わした

ものであります。 

   本事業は，デザイン・ビルド・オペレート，いわゆるＤＢＯ方式を採用し，施設竣工後２０

年間の運営事業を含めたものであり，本工事請負契約が議決された場合には，基本契約と運営

業務委託契約も本契約として成立するものであります。 

   以上，議案第７号について御説明申し上げましたが，何とぞ御審議の上，御可決賜りますよ
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うお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入ります。 

   通告がありますので発言を許します。 

   ２番佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 私からは，議案第７号工事請負契約の締結につきまして，順次質疑させて

いただきます。 

   まず，議案第７号関係資料でございますけれども，この入札契約の前に執行部から，いわゆ

る炉のメーカーというのは，全国的にはこの３社であると説明がありました。そうすると，グ

ループ等々で今回入札をＤＢＯ方式でやられる場合に，おおむね３つ程度になるのか，あるい

は１つなのか，２つなのか，もちろん見通しが分からないわけですから，そういった入札の競

争の原理，あるいはそういったＤＢＯ方式やいろんな運営環境を踏まえた上で数社のグループ

から入札があり，非常に公正で，なおかつ効率的な運営が考えられた入札になればよろしいか

なと見ておりました。本日の議案資料で，特に６ページを拝見させてもらいますと，３つのグ

ループの審査の結果が出ているところでございます。 

   特に，はなみずきグループの提案内容が非常に高いと思っております。この委員会で，どう

いった提案理由により，提案された内容の点数が高かったということが言えるのかについて，

いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） はなみずきグループが，総合評価の中の提案内容の得点が高かっ

た部分についてですけれども，今回この落札したグループで点数が高かった部分は，まずは設

備の配置，それから動線の設計です。それから，もう１つがその実施体制，この３つが大きく

評価されたものと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解いたしました。 

   以前，実際の図面を拝見しました。使用するに当たりまして，利用しやすい効率的な建物を

造られるという部分ですとか，その配置，あるいは動線ですとか，その辺の説明を受けました

ので，そこが一番高かったというのをこの委員会の方々でお認めになったということが分かっ

たところでございます。 

   さらに，この工事請負契約なのですけれども，ちょっと普通と違って特殊だと思われるとこ

ろが，この議案書の中や，説明資料１ページに書いてございます。運営開始は令和８年４月か

らなのでございますが，いわゆる２０年間という特約になっていることが特筆すべきところな

のかと思ってございます。 

   ただ，２０年間という部分で担保いただけると私たち議員も，議会側としましても，ありが

たい話にはなってくるわけなのです。この間ずっと継続的，永続的な運営をしていただけると
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いうことは，このグループの関連企業にとっても有効だと思うのですが，我々にとってもメリ

ットがあると。 

   ただし，やはり２０年間というような社会情勢ですとか，いろんな変化等々ございます。や

っぱりこのリスクはあると思うのです。そういったリスクを，この２０年間担保されて，特約

として今回この工事請負契約に２０年間の運営も附帯として，今回入札に当たられ，議決され

ていくということなのですが，そこの２０年間というリスクも相当考えた上で，この３グルー

プが当然提案をされ，今回この内容等々に上程されているということでよろしいでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 運営期間が今回２０年にわたるということで，そういった運営の

御心配をいただいた上での御質問だと思います。 

   今回，そういった運営の継続的な部分，その辺での担保につきましては，今お諮りしている

契約書上で運営のメインとなります維持管理会社，それから運営会社が倒産した場合というの

がありまして，これは基本契約書の第９条の５のほうで，もしその契約期間中にその運営会社，

維持管理会社が契約を履行できなくなった場合，そういった場合は，その運営グループの代表

企業である火葬炉メーカーが，別な今回の入札要件を満たすような事業者をまた選定して配置

するというような内容になっております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） かなりかゆいところにではないのですけれども，想定されている内容が盛

り込まれているのかなと今の答弁のほうでは感じたところでございましたので，いわゆる火葬

炉メーカー等々も含めて何かあった場合も，きちんとこの運営企業体の中で選定をしていって，

継続的な運営に関しては問題がないのだというふうなところで今答弁をいただいたかのように

私も思うところでございます。 

   また，第７号議案の追加資料ということで，先日の議会運営委員会でもそういう説明があっ

たのですが，やはりこの運営と今回の建設につきまして，少し関係性が分かりにくい部分があ

るので資料を用意してくださいというお話をさせていただいたのです。本日追加いただきまし

て大変感謝を申し上げますとともに，非常に分かりやすい表として出されたのかなと思ってご

ざいます。 

   特約がありますから，基本契約は全８社とカバーするわけでございますけれども，本日の議

決の部分が施設整備グループという部分でございまして，ただし特約事項により，維持管理・

運営グループというところでも，実際の契約としては一緒になっているという部分で理解をし

たところでありました。 

   また，説明書７ページ，ちょっと私も応募者に関しては非常に心配をしていた一人でござい

まして，やはり１社とか２社では，なかなか公正な入札等々どうなのかと思ったのですが，今

回は３社応募されていました。その内容を見ますと，代表企業をはじめとしまして，その構成
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企業には，全ていわゆる１市４町を含めたこの大崎圏域内の企業も入っていらっしゃるという

部分です。特に大きな違和感等々は感じることもなく，あとはこの委員会をもって公平公正に

慎重に点数をつけられ，今回上程されているのかと思うのですが，そういうことでよろしいで

しょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） その構成メンバーにつきましては，入札要件の中で，地元企業と

いうところで大分要件を設定してございます。建設については，地元での実績，それから運営

企業についても組合圏域内の斎場の運営実績を有する，それから維持管理企業につきましても

組合内での実績を有する，そういった要件を設定してのこのメンバーだと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解いたしました。 

   その上で今回上程されているということが分かりましたので，私の質疑はここで終わりにさ

せていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） ないようでありますので，これをもって質疑を終結いたします。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 

   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第７号を採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第７号工事請負契約の締結については，原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

  「日程第８ 議案第８号 令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算 
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   （第５号）」 

○議長（関 武徳君） 日程第８ 議案第８号令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第８号令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算（第

５号）について御説明申し上げます。 

   補正予算の主な内容は，歳入につきまして，ごみ処理施設におけるじんかい処理手数料及び

組合債の減額など歳入の実績に基づき減額補正，歳出につきましては，経費の節減及び事業費

の確定に伴う減額補正，また職員人件費に係る減額補正を行うものであります。 

   議案書の３５ページをお開き願います。 

   第１条は歳入歳出予算の補正で，歳入歳出それぞれ８，３２８万３，０００円を減額し，予

算総額を９０億２，４０７万１，０００円に定めるものであります。 

   歳入歳出予算の補正は，３６ページの第１表に掲載のとおりであります。 

   第２条は繰越明許費の補正で，３８ページの第２表のとおり５件を追加するものであります。

これは，熱回収施設等整備事業について，令和４年度に第２期工事として予定しておりました

旧大崎広域中央クリーンセンター解体及び外構工事の出来高予定額を達成できなかったこと，

衛生部門３施設の修繕及び工事について資材調達の関係で年度内の完了が困難となったこと，

また消防ポンプ自動車購入２台のうち１台について年度内の納入が困難となったことから，次

年度へ繰り越すものであります。 

   第３条は債務負担行為の補正で，３８ページの第３表のとおり，２件を廃止するものであり

ます。これは，大崎広域東部クリーンセンター基幹的設備改良工事及び施工監理業務について，

活用する補助金の変更により，令和５年度からの実施としたため，令和４年度に債務負担行為

を定めた２件について廃止するものであります。 

   第４条は地方債の補正で，３９ページの第４表のとおり，実績額に基づく７件の限度額を変

更するものであります。 

   次に，令和４年度補正予算に関する説明書について御説明申し上げます。 

   初めに，歳入補正予算の内容について御説明いたします。 

   お手元の補正予算に関する説明書の３ページ，４ページをお開き願います。 

   １款１項負担金は，市町村負担金で，衛生費負担金では衛生処理施設の起債償還に係る普通

交付税算入額の確定に伴い１１万４，０００円の増額補正，消防費負担金では消防施設及び設

備の起債償還に係る普通交付税算入額の確定に伴い４万５，０００円の増額補正，震災復興特

別交付税負担金は農林業系汚染廃棄物処理に係る現年の算定額と過年度分の精算額の確定に伴

い４９２万６，０００円を減額するものであります。 

   民生費負担金は，障害児通所支援利用者負担金で５万６，０００円の減額補正，高速道路負
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担金は高速道路救急業務負担金で３，０００円の増額補正であります。 

   ２款１項使用料は，衛生使用料で，斎場使用料として１６７万７，０００円の増額補正であ

ります。 

   ２款２項手数料は，衛生手数料で，クリーンセンターなどのじんかい処理手数料として１，

５５３万３，０００円の減額，し尿処理施設の衛生処理手数料として２７９万６，０００円を

増額するものであります。消防手数料は，危険物取扱手数料として９０万円の増額補正であり

ます。 

   ５ページ，６ページをお開き願います。 

   ３款１項国庫補助金は，衛生費国庫補助金で，循環型社会形成推進交付金に係る事業費の確

定に伴い２，４２４万７，０００円の増額，廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金に係る

事業費の確定に伴い９万２，０００円の減額補正であります。 

   ４款１項県負担金は，消防費県負担金で，宮城県職員派遣負担金として２０万円の増額補正

であります。 

   ４款２項県補助金は，市町村振興総合補助金で，消防ポンプ自動車１台及び救急資器材の一

部に対する追加補助の決定に伴い６６６万６，０００円の増額補正であります。 

   ５款１項財産運用収入は，財政調整基金利子収入で２，０００円の増額補正，大崎ふるさと

づくり基金利子収入は，広域活動基盤推進事業費の減額に伴い，充当先を大崎ふるさとづくり

基金費へ組替えするものであります。 

   ５款２項財産売払収入は，物品売払収入で，新中央クリーンセンター供用開始に伴い衛生施

設の体制が整ったことで，使用頻度の少なくなった重機など８台を売却したことによる収益と

して６０９万５，０００円の増額補正であります。 

   ６款１項寄附金は，宮城県信用組合協会様並びに古川信用組合様からの寄附金として２０万

円の増額補正であります。 

   ７ページ，８ページをお開き願います。 

   ７款１項基金繰入金は，歳入歳出の差額８，８３３万２，０００円を財政調整基金に戻し入

れるもので，大崎ふるさとづくり基金繰入金は，みちのくの宝島大崎支援費として繰入れして

いるものについて，新型コロナウイルス感染症の影響による各種行事の自粛などにより応募団

体がなかったことから，１００万円を戻し入れたことによるものであります。 

   ９款１項預金利子は，実績額に合わせて１万１，０００円の増額補正であります。 

   ９款２項雑入は，熱回収施設売電収入で，実績に基づき３，０００万円の増額補正でありま

す。 

   １０款１項組合債は，衛生債で，事業費の確定に伴い２，５３０万円の減額，消防債で事業

費の確定及び市町村振興総合補助金の追加交付に伴う特定財源の組替えにより，２，１００万

円の減額補正であります。 

   次に，歳出補正予算の主な内容について御説明いたします。 
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   ９ページ，１０ページをお開き願います。 

   ２款１項総務管理費は，会計年度任用職員管理経費で各節合計して１３０万円の減額補正，

一般管理経費でネットワークシステムデータ移行業務等に係る委託料の確定に伴い７９８万９，

０００円の減額補正，財政調整基金費で，歳入で説明いたしました財政調整基金利子収入の増

額により２，０００円を積み立てるものであります。 

   ２項企画費は，広報発行に係る事業費の確定により８０万円の減額補正であります。 

   ４項市町振興費は，自治振興費の事業費確定に伴う１３５万円の減額及び歳入で説明いたし

ました広域活動基盤推進事業費の減額に伴う大崎ふるさとづくり基金利子収入の充当先組替え

により，３５万円を大崎ふるさとづくり基金費へ積み立てるものであります。 

   ３款１項児童福祉費は，職員人件費で，各節合計して１０１万円の減額補正，一般管理経費

で宮城県信用組合協会様並びに古川信用組合様からの寄附金による療育備品購入費として２０

万円の増額補正であります。 

   ４款１項衛生管理費は，一般管理経費で旧西部玉造クリーンセンターの閉鎖及び解体に係る

事業費の確定に伴い，１，３００万９，０００円の減額補正であります。 

   続きまして，１１ページ，１２ページをお開き願います。 

   ２項保健衛生費は，斎場管理運営費で，斎場使用料の歳入補正に伴い，各斎場管理経費の財

源を組み替えるもの及び斎場整備事業に係る事業費の確定に伴い９９万９，０００円を減額補

正するものであります。 

   ４款３項清掃費は，ごみ処理施設管理運営費で，職員人件費に係る職員手当等の増額による

もの，会計年度任用職員管理経費に係る報酬等の減額によるもの，各クリーンセンター等の事

業費確定に伴う減額及び大日向クリーンパークで市道新設設備負担金の事業費確定に伴う増額，

また手数料等の歳入補正に伴う中央クリーンセンター，中央最終処理センター及び一般廃棄物

最終処分場管理経費の財源組替えとして，合わせて１，１８９万円の減額補正であります。 

   し尿処理施設管理運営費は，職員人件費に係る職員手当等の増額によるもの，会計年度任用

職員管理経費に係る報酬等の減額によるもの，中央桜ノ目衛生センターに係る管理経費等の事

業費確定に伴うもの，また手数料の歳入補正に伴い，六の国汚泥再生処理センターの財源を組

み替えるものとして，合わせて５１６万９，０００円の減額補正であります。 

   １３ページ，１４ページをお開き願います。 

   ５款１項消防費は，常備消防費で職員人件費に係る給料，職員手当等及び共済費の減額によ

るもの，常備消防管理経費については手数料の歳入補正に伴い財源を組み替えるものとして２，

７６０万円の減額補正，消防施設費で消防及び救急車両等の購入費の確定によるものとして６

６１万１，０００円の減額補正であります。 

   ７款１項公債費は，地方債償還利子の執行額の確定などにより，６１０万８，０００円の減

額補正であります。 

   この結果，今回の補正額は歳入歳出それぞれ８，３２８万３，０００円を減額し，令和４年
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度の予算総額は９０億２，４０７万１，０００円となりました。 

   以上，議案第８号について御説明申し上げましたが，何とぞ御審議の上，御可決賜りますよ

うお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入ります。 

   通告がありますので，発言を許します。 

   ３番鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 議案第８号令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算（第

５号）について質疑をさせていただきます。 

   常備消防職員人件費２，７６０万円の減額の理由について，まずお伺いしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） ただいまの質疑についてお答えいたします。 

   職員人件費の減額理由につきましては，支給額の確定に伴いまして，消防職員の給料１，２

５０万円，職員手当等４８０万円の減額及び負担額確定に伴います共済費１，０３０万円の減

額を合算しました２，７６０万円の減額補正を行うものでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 途中でやめた職員は何人いらっしゃるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣英明消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） お答えいたします。 

   全部で，予算編成後に，定年退職以外の退職者といたしまして５名が退職されているという

状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） その５名なのですけれども，途中でやめた理由はどういった内容なので

しょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） ５名の方の退職された理由ということですけれども，新たな

職種に就きたいという方と，あとは家業を継ぐという方，さらに家族の事情ということで，こ

れら大きく３つになっております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） いつも人材育成については，その答弁は，中身は同じであります。 

   年代層としては，何歳ぐらいなのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 今おただしの５名の年代層といたしまして，２０代について

は１名，３０代が２名，４０代が２名，トータル５名となっております。 
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○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 全部働き盛りでこれからという大事な人材であります。そうした対策な

どは，今までもやってきたということなのですけれども，コミュニケーションがうまくいかな

かったりとか，いろんなことがありましたけれども，どういった対策に力を入れてきたのでし

ょうか。２名，３名が続いたのですけれども，５名というのは最高ですよね。今後のことにも

ありますので。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） ５名といいましても，前年度でやめている方が２名，３月で

やめている方が３名で，今年度の中で３名という部分で，トータルしまして５名になります。

２名と３名という形に分かれますので，同じ年度で５名という形ではありませんので，その部

分としては大体同じような形なのかなとは思っております。 

   ただ，おただしのどういう対策をしているのかということですけれども，コロナ禍で業務継

続をするという部分がかなり負担がかかってくる部分なのかなということです。どうしても職

員間のコミュニケーションとか，そういう部分が，休日のストレス発散とか，あとは趣味を通

してそういう部分でリフレッシュしていくということを，みんなと相談しながら進めていると

いう形であります。 

   さらには，年次有給休暇の取得の推進を進めているという形でございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうですね。年次休暇といっても，休暇は取れたのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 令和３年と令和４年の比較になりますけれども，令和３年中

は交代制と日勤を合算しまして，平均で９．６日取得しているという状況です。 

   これと比較いたしまして，令和４年につきましては，全体を合わせまして１１．４日の年次

休暇の取得をしているということで，大体２日ぐらい平均で増えているということで，なるべ

く年休の取得を多くしていただいているという状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうですね。増えてきているということでは，精神的にもストレスが軽

減されるのではないかと思いますので，ぜひそのように増やしていただきたいと思います。 

   それで，先ほどコロナ禍での救急搬送の件数は，全体で９，９２１件ということでしたけれ

ども，途中で退職とかして，支障はなかったのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 退職された部分も含めまして，各所属で業務継続計画を策定

しております。仮にコロナにり患しても業務を継続していくという体制を取っておりますので，

その退職者の部分も含めまして，万全の体制を取っているということで，現在まで支障はない
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という状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 何よりですので，そういう支障がないようにしていただきたいと思いま

す。 

   次に進みます。 

   消防救急車両等購入費６６１万１，０００円減額でありますけれども，この理由について，

まずお伺いしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   この６６１万１，０００円の減額理由でございますが，消防ポンプ車の購入，それから救急

車及び高度救命処置用資機材の購入で入札を行いまして，その際にポンプ自動車に関しまして

は契約額が８，６３５万円ほど，これが予算額に対して１６５万円ほど請け差が生じておりま

す。 

   さらには，高規格救急自動車に関しましては，予算額３，９６０万円に対して，入札後の契

約額が３，６８７万２，０００円，請け差が２７２万８，０００円生じております。 

   高度救命資機材に関しましては，予算額２，６４０万円に対して，契約額２，４１６万７，

０００円で，請け差が２２３万３，０００円生じております。 

   これら合算した金額が６６１万１，０００円となっております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 減額で確定してよかったと思うのです。令和４年度の救急搬送がコロナ

禍ということもあり１万件近くなったが，救急車両は大丈夫なのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   議員おただしのとおり，令和４年は，消防本部始まって以来，救急出動件数が最高の９，９

２１件という数字になっておりました。 

   当消防本部において，救急車両に関しては，現在，現役車両が１１台，それからその車両が

故障整備に入った際には予備の車として２台，さらには今般コロナというところで，コロナ専

用搬送車両として，さらにもう１台の救急車を用意しておりました。計１４台の救急車を活用

して，今回，第７波，第８波のコロナ禍での救急出動に的確に対応してきたところでございま

す。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうすると，そういう対応をしたので大丈夫だということですね。一番

心配したのは，足りなくて支障を来したらもう大変だと思いましたので，質疑いたしました。 
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   以上で終わります。 

○議長（関 武徳君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） ないようでありますので，これをもって質疑を終結いたします。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 

   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第８号を採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第８号令和４年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算（第５号）は，

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第９ 議案第９号 令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算」 

○議長（関 武徳君） 日程第９ 議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算

を議題といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算について

御説明申し上げます。 

   お手元の議案書の４０ページをお開き願います。 

   一般会計の予算総額は，令和４年度当初予算に比較し，歳入歳出とも２３億４，６４０万６，

０００円を増額し，１１１億３，２６９万４，０００円に定めるものであります。 

   歳入歳出予算は，４１ページ，４２ページに掲載のとおりであります。 

   主な内容といたしましては，施政方針で申し上げたとおり，衛生費では，特に施設整備事業

に係る経費で，斎場管理運営費については斎場整備事業費として接続道路の土木工事及び建物

の設計，衛生費のごみ処理施設管理運営費については最終処分場整備事業費として２年目とな
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る基本構想策定及び適地選定業務，熱回収施設等整備事業費として最終年度となる新中央クリ

ーンセンターの洗車場及び計量棟の建築工事並びに駐車場などの外構工事，東部クリーンセン

ター長寿命化整備事業費として基幹的設備改良工事，消防費については鳴子消防署庁舎改修事

業に係る実施設計業務，遠田消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車１台，古川消防署三本木出

張所配備の高規格救急自動車１台，計２台に係る消防救急車両の購入費を計上しております。 

   次に，４３ページをお開き願います。 

   第２表債務負担行為は７件で，債務負担行為の期間及び限度額を定めるものであります。 

   次に，４４ページをお開き願います。 

   第３表地方債は７件で，起債の目的，限度額，起債の方法，利率，償還の方法を定めたもの

であります。 

   以上，議案第９号について御説明申し上げましたが，詳細については副管理者から補足説明

をいたさせますので，御審議の上，御可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（関 武徳君） 次に，金森副管理者から補足説明を求めます。 

   金森副管理者。 

○副管理者（金森正彦君） 令和５年度一般会計予算について，ただいま管理者から総括的な御説

明をいたしましたが，私から補足して御説明を申し上げます。 

   予算編成に当たりましては，一般廃棄物処理事業や生命財産を守る消防活動など，広域共同

処理事業の円滑な推進が図られるよう，各種施策の優先度による実施時期の調整などを行いな

がら，予算を配分しております。 

   それでは，一般会計予算の主な内容を御説明申し上げます。 

   令和５年度一般会計予算に関する説明書の１０ページ，１１ページを御覧ください。 

   初めに，歳入から申し上げます。 

   １款１項負担金は，市町負担金，民生費負担金及び高速道路負担金で６７億５，０２０万５，

０００円の計上で，前年度と比較して４億６，９２８万６，０００円の増額となるものです。

これは，最終年度となる西地区熱回収施設等整備事業に係る外構工事，計量棟及び洗車場建築

工事の実施，東部クリーンセンター基幹的設備改良工事の開始による工事費の増額が主な要因

となっております。 

   ２款１項使用料は，衛生使用料，消防使用料及び教育使用料で４，２０３万２，０００円の

計上で，前年度と比較して１３３万３，０００円の増額となるものです。 

   １２ページ，１３ページを御覧ください。 

   ２項手数料は，じんかい処理手数料などの衛生手数料及び消防手数料で，３億２，６１７万

６，０００円の計上で，前年度と比較して６８４万円の減額となるものです。 

   １４ページ，１５ページを御覧ください。 

   ３款１項国庫補助金は，衛生費国庫補助金で５億１，５６３万３，０００円の計上で，前年

度と比較して３億２３１万１，０００円の増額となるものです。これは，西地区熱回収施設等
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整備事業の国庫補助金対象事業費の増額に伴い，循環型社会形成推進交付金が増額となるもの，

また東部クリーンセンター基幹的設備改良工事について，従前の循環型社会形成推進交付金よ

りも補助率の高い二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用することで当該補助金が皆増

となるものです。 

   ４款１項県負担金は，消防費県負担金で１，４４８万１，０００円の計上で，前年度と比較

して５７万８，０００円の増額となるものです。 

   ２項県補助金は，市町村振興補助金，権限移譲事務交付金で１，１８２万９，０００円の計

上で，前年度と比較して２２３万８，０００円の増額となるものです。 

   ５款１項財産運用収入は，財政調整基金利子収入，大崎ふるさとづくり基金利子収入，大崎

広域新斎場整備基金利子収入などで１，６１０万７，０００円の計上で，前年度と比較して８

万４，０００円の増額となるものです。 

   １６ページ，１７ページを御覧ください。 

   ２項財産売払収入は，不用物品売払収入で１０３万４，０００円の計上で，前年度と比較し

て１５０万２，０００円の減額となるものです。 

   ６款１項寄附金は，１，０００円の科目設定であります。 

   ７款１項基金繰入金は，財政調整基金繰入金，大崎ふるさとづくり基金繰入金及び大崎広域

新斎場整備基金繰入金で，７億５，３１１万９，０００円の計上で，前年度と比較して２億１，

６２８万円の減額となるものです。 

   なお，大崎広域新斎場整備基金繰入金の２億円につきましては，令和５年度より着手する新

斎場建設工事費に充当するものであります。 

   ８款１項繰越金は，１，０００万円を見込んでおります。 

   ９款１項預金利子は，１，０００円の科目設定であります。 

   ２１ページまでは，２項雑入について記載しております。くず鉄などの資源物売払料，指定

ごみ袋売払料，障害児通所給付費，熱回収施設売電収入などが主なもので，４億３，８９７万

６，０００円の計上で，前年度と比較して５，２８９万８，０００円の増額となるものです。 

   １０款１項組合債は，衛生債で，新斎場建設工事，西地区熱回収施設等整備事業に係る外構

工事，東部クリーンセンター基幹的設備改良工事にそれぞれ充当するもので，１９億８，６３

０万円の計上であります。消防債は，消防救急車両及び車載型移動局無線装置などの購入，感

染症対策として実施する鳴子消防庁舎改修工事の実施設計業務に充当するもので，２億６，６

８０万円の計上となり，衛生債と合わせて２２億５，３１０万円の計上で，前年度と比較して

１７億４，２３０万円の増額となるものです。 

   次に，歳出について申し上げます。 

   ２２ページ，２３ページを御覧ください。 

   １款１項議会費は，１，９１８万２，０００円の計上で，前年度と比較して３１９万円の減

額であります。これは主に，職員手当等の減額に伴うものです。 
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   ２款１項総務管理費は，２億５，０７６万８，０００円の計上で，前年度と比較して２，６

８１万円の減額であります。これは主に，令和４年度に実施いたしましたネットワークシステ

ムの更新に係るデータ移行業務が完了したことによる減額であります。 

   ２６ページ，２７ページを御覧ください。 

   ２項企画費は，５８６万５，０００円の計上で，前年度と比較して１４万５，０００円の増

額であります。これは主に，広報「大崎広域」に係る印刷製本費の増額に伴うものです。 

   ３項監査委員費は，１，０６６万２，０００円の計上で，前年度と比較して６８万８，００

０円の減額であります。 

   ２８ページ，２９ページを御覧ください。 

   ４項市町振興費は１，４２３万４，０００円の計上で，前年度と比較して１万６，０００円

の減額であります。 

   ３款１項児童福祉費は１億４，７２２万８，０００円の計上で，前年度と比較して４５０万

９，０００円の増額であります。これは主に，給食調理業務に係る委託料の増額に伴うもので

す。 

   ３０ページ，３１ページを御覧ください。 

   ４款１項衛生管理費は６億９８４万７，０００円の計上で，前年度と比較して３億７，７１

９万５，０００円の増額であります。これは主に，令和３年度末をもって閉鎖した旧西部玉造

クリーンセンターの解体関連経費の増額に伴うものです。 

   ３２ページ，３３ページを御覧ください。 

   ２項保健衛生費は１０億１７０万６，０００円の計上で，前年度と比較して９，４０４万１，

０００円の減額であります。これは主に，斎場整備事業における新斎場建設工事費は増額して

おりますが，令和４年度に９億円の積立てを行った新斎場整備基金について，令和５年度は運

用による利子収入のみの積立てとなることから，保健衛生費全体で減額となるものです。 

   ３４ページ，３５ページを御覧ください。 

   ３項清掃費１目のごみ処理施設管理運営費は，４２億２，０２４万６，０００円の計上で，

前年度と比較して１７億５，６７９万２，０００円の増額であります。これは主に，歳入で説

明いたしました西地区熱回収施設建設工事費の増額，東部クリーンセンター基幹的設備改良工

事の増額，高騰する電気代の増額によるものであります。 

   ３８ページ，３９ページを御覧ください。 

   ２目し尿処理施設管理運営費は１１億６，８６３万２，０００円の計上で，前年度と比較し

て１億４，６６３万３，０００円の増額であります。これは主に，中央桜ノ目衛生センターを

除くし尿処理施設３施設の施設管理運営に係る委託料の増額に伴うもの，高騰する電気代の増

額によるものでございます。 

   ４０ページ，４１ページを御覧ください。 

   ３目農林業系廃棄物焼却処理事業費は，令和２年度から実施している農林業系廃棄物の焼却
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処理経費として８，９９７万８，０００円の計上で，前年度と比較して６７２万４，０００円

の増額であります。 

   ４２ページ，４３ページを御覧ください。 

   ５款１項消防費１目の常備消防費は，２５億７，３６９万５，０００円の計上で，前年度と

比較して３，６６５万４，０００円の増額であります。これは主に，職員人件費の増額に伴う

ものです。 

   ４４ページ，４５ページを御覧ください。 

   ２目消防施設費は３億４，６８７万５，０００円の計上で，前年度と比較して１億２，８２

７万５，０００円の増額であります。これは主に，歳入で説明いたしました車載型移動局無線

装置等の購入に係る事業費，感染症対策として実施する鳴子消防署庁舎改修工事の実施設計業

務に係る委託料の増額に伴うものであります。 

   ６款１項教育総務費は７，４６５万１，０００円の計上で，前年度と比較して３１０万８，

０００円の増額であります。 

   ４６ページ，４７ページを御覧ください。 

   ２項社会教育費は７，１８６万９，０００円の計上で，前年度と比較して２１４万３，００

０円の増額であります。これは主に，大崎生涯学習センター多目的ホールの設備修繕工事に係

る増額によるものであります。 

   ４８ページ，４９ページを御覧ください。 

   ７款１項公債費は５億１，５７５万６，０００円の計上で，前年度と比較して８９７万３，

０００円の増額であります。これは，令和元年度に借入れを実施した西地区熱回収施設等整備

事業，令和２年度に借入れを実施した鳴子消防署車庫建築工事，令和３年度に借入れを実施し

た消防救急車両購入の起債償還が開始になることに伴う増額であります。 

   ８款１項予備費につきましては，前年度と同額で１，１５０万円の計上であります。 

   これによりまして，一般会計歳入歳出予算の総額は，１１１億３，２６９万４，０００円と

なり，前年度対比で２６．７％の増額となった次第であります。 

   なお，予算の執行に当たりましては，これまで以上に経費節減に留意し，効率的な事業運営

に努めてまいりたいと考えております。 

   以上，議案第９号についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入ります。 

   通告がありますので，順次発言を許します。 

   ３番鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算について

質疑をさせていただきます。 

   訴訟事務委託業務については，先ほど説明がありました。了解しましたので，割愛させてい

ただきます。 
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   続きまして，農林業系廃棄物焼却処分業務５，６５７万７，０００円の内容について，お伺

いいたします。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 農林業系廃棄物焼却処分業務５，６５７万７，０００円の内容で

ございますが，これは農林業系汚染廃棄物を処理するに当たりまして，５キログラムずつ袋詰

めされたもので搬入されております。これを，ごみ焼却施設で処理する際にごみピットに投入

するのですけれども，この業務を外部に委託しているということで，その業務費ということで

ございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） ２０１８年から２０２２年度までの焼却実施前と実施後の測定値はどう

なっていらっしゃるでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 測定値と申しますと，何の測定値でしょうか。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 大崎市で測定している土壌サンプル測定値でございます。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） それでは，今，大崎市の土壌放射能濃度の件で，どういうふうに

なっているのかということでの御質問かと思います。 

   大崎市では，現にウェブサイトに土壌サンプルの測定結果を御紹介させていただいている状

況でございます。上がっているか，下がっているかという部分に関しまして，分かりやすく対

比できるのが，焼却している状態と焼却していない状態，この辺を比較していただければ一番

分かりやすいのかなということで，議員も御承知かとは思いますが，旧玉造クリーンセンター

ので説明させていただければと思います。 

   こちらの施設は，統廃合に伴いまして昨年３月に焼却処理が終了しております。玉造クリー

ンセンターの近くの池月の鵙目地区でサンプルしておりますが，こちらは大崎市の数値で言い

ますと，令和３年１１月，これはまだ焼却しているときになりますけれども，数値が１４０ベ

クレルになってございます。これは今お話ししたとおり焼却中でございました。令和４年１１

月，これは施設は止まっておりますので焼却していない状況ということになりますが，このと

きで２４０ベクレル。また，玉造の周辺で鳴子の上流のほうになります黒崎生活改善センター，

こちらは焼却しているときが１２ベクレル，それから焼却していないときが５３ベクレル。小

身川原生活センター，こちらについては焼却しているときが１５０ベクレル，焼却しなくなっ

たら１７０ベクレルということで，焼却しているときよりも焼却してないときのほうが濃度が

上がったという，近隣のところではそういうような数値が出ているということでございます。 

   これは，大崎市議会においても，環境保全課で何度か御説明があったかと思いますが，自然
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由来のもので，雨が大気中のそういった物質を吸着して地表に落ちてきて高くなる現象の一つ

だと考えております。 

   したがいまして，必ずしも農林業系の廃棄物を焼却したからといって土壌のほうの数値に影

響がある，なしというようなことにはならないのかと思っているという状況でございまして，

周辺でいえば，焼却灰は焼却している最中は低くて，焼却しなくなったら高くなったというよ

うな状況が見てとれたということで，玉造の例を参考に説明させていただきました。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） これは大崎市のホームページから取っているのですけれども，４９か所

を測定しております。その中で，今数字で言うと時間かかりますので，そのうち４９か所中２

２か所が実施前よりも上がっているということ。先ほどは，焼却しないときでも上がっている

のだと，自然の由来だと言っていましたけれども，上がっているというのは，これは事実であ

りますので，測定値がその以下であっても上がっていくということは，私はすごく心配だと思

うのですけれども，そこら辺はどうなのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 私も，今，議員おただしのとおり，大崎市のウェブをいろいろ見

させていただきまして，直近の比較になりますが，採取期間が令和４年７月と令和４年１１月

を見させていただきました。そうしますと，議員は４９か所というお話でございましたが，私

が確認した資料でいきますと５４か所のデータがありましたので，そちらのほうを基に説明さ

せていただきます。令和４年７月，８月と令和４年１１月直近の比較になりますが，前回より

も減少が２９か所，前回よりも増加が２２か所，変化なしが３か所の計５４か所ということで，

直近でいうとだんだん下がってきているほうが多いような数値上は結果が出ていたということ

で，そちらの確認をさせていただいているということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） これを見ても２２か所は上がっているという感じは分かりますので，や

っぱりそういう点では心配だというようなことは明確であります。 

   次に，住民監査請求から住民訴訟に今進んで，仙台地裁の判断が下るまでは，やっぱり焼却

をストップできないかという住民の声でありますけれども，なぜストップできないのでしょう

か。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 農林業系を続ける理由ということでよろしかったでしょうか。 

   これは，前回の議会で一度御報告，御回答させていただいておりまして，繰り返しになる部

分ではございますが，１キログラム当たり８，０００ベクレル以下の農林業系廃棄物の処理に

つきましては，放射性物質汚染対処特別措置法によりまして，市町村が一般廃棄物として主体
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的に処理することが定められているところでございます。 

   平成３０年１０月から農林業系汚染廃棄物の試験焼却を実施した結果，空間線量及び各種の

放射性セシウム濃度の測定結果はいずれも基準値以内だったということが確認できております

ので，一般ごみと混焼による処理方法には問題はないものと捉えているところでございます。 

   また，焼却処理につきましては，各市町の要請によりまして，一般廃棄物の共同処理を担う

大崎広域が処理するということになっておりますので，今継続しているということでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 今までも基準値内だから大丈夫だということでありますけれども，私は

これは，広域であれ，自治体であれ，本来であればやっぱり国がきちんとやっていただきたい

というのが一番です。隔離保管すれば下がるということは明確になっているわけだから，そう

いう働きかけをぜひしていただきたいと思うのですが，いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 今，議員から，隔離保管というお話，おただしについてですけれ

ども，農林業系汚染廃棄物の隔離保管などにつきましては，市町での判断となるというところ

でございますので，組合からの回答は控えさせていただきたいと思っているところでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 次に進みます。 

   常備消防管理経費２億３，２６８万３，０００円，この内容について，まずお伺いしたいと

思います。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） こちらについてお答えいたします。 

   資料の一般会計予算に関する説明書の４２ページ，４３ページに記載しておりますけれども，

こちらの資料の７節の報償費から２６節の公課費まで合わせた金額といたしまして，２億３，

２６８万３，０００円を計上しております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 分かりました。 

   その中で，女性消防士は何人いらっしゃるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 女性消防職員の数につきましては，令和５年３月１日現在で，

１１名の職員が在職しているという状況でございます。 
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   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 女性救命士は何人いらっしゃるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 現在，女性救命士につきましては，３名いるという状況でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 令和４年度の日中の救急搬送は何件ぐらいあったのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） 議員おただしの日中の救急体制について説明を申し上げます。 

   先ほど，議案第８号でも御説明申し上げたとおり，まず各９署所にある救急隊１１隊で，昼

夜を問わず救急体制を取っておったところでございます。ただ，昨年やはり第７波，第８波と

いうコロナにさいなまれ，私どもも救急の需要に対して，住民サービスを低下させることなく，

さらなる強化といった手だてを検討したところでございます。 

   その結果，日中の救急需要が多いという分析がありました。具体的には，日中９時から１７

時までの救急要請は，昨年９，９２１件の件数のうち４，７９１件，全体の４８％がこの時間

帯に要請されているということでしたので，この救急隊の強化といった場合に，日中に特化し

た救急隊をさらに１隊創設することによって，住民サービスの向上，さらには職員の労務負担

の軽減が図られるというところで，消防長の御高配を受けながら，この令和５年４月から向こ

う１年間，試行運用を行うとしたところでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） １隊を日中の救急隊としてやるということを具体的に聞きました。令和

４年の件数を聞いたときに，やっぱり人数的な問題と，家族の介護や育児，それから再任用職

員などの夜間に勤務することが難しい職員にはすごくいいものだと思います。４月１日から試

行ということですけれども，具体的な体制とか，どのようにやっていくのか，お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） それでは，お答えいたします。 

   この日中に特化した救急隊の創設に関しては，まず名称を本部機動救急隊と名づけて運用す

るという運びにしております。 

   なお，この救急隊を従事させる時間なのですけれども，やはり８時３０分から１７時１５分

までの日中の就業時間内とし，土日祝日に関しては，これは従事させないと。まさに日勤者に

特化した救急隊の編成と。 



３３ 

   しからば，その隊員の内訳なのでございますが，まずは女性職員という，先ほど議員の御指

摘のとおり，育休産休，そういった家庭事情に伴った交代制勤務，泊まりがなかなか難しいと

いう職員に関して，それに配慮しようというところと，さらには定年延長，もしくは今現在，

再任用の職員もおりますことから，こういった職員の能力をそのまま活用しようといった狙い

があります。 

   なお，この２種の職員だけでは，なかなか救急隊も回すことができないので，さらに働き盛

りの現役職員も加えて，大体４名程度，救急隊は１車両につき３名なのですけれども，プラス

１名程度配備して，消防本部警防課での配属運用という運びを考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） これは，職員に希望を取ってやるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   人事に関する部分は総務課という範疇でございますが，当課の考え方としましては，やはり

そういった働き方改革，やっぱり多様な働き方というところを消防本部も標榜しているため，

総務課とタイアップしながら，職員の希望をできるだけ反映した形で救急隊の編成を行ってい

こうと考えております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） ４月１日から始めて１年間試行ということになりますと，令和６年から

は，もう正式ということでよろしいのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   まさに議員のおただしのとおり，まずこの１年間，試行運用というところで，救急隊の活動

範囲，それから今申し上げました救急隊員そのものの編成の在り方，そしてあとは環境整備と

いうことで，各内規，規定，そういったもろもろの本運用に備えておきたい部分をピックアッ

プして，それを検証しながら，令和６年４月からは本運用にこぎ着けたいと見込んでいるとこ

ろでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 来年度は，きっと途中退職者もなかったりすることを一番期待しておき

たいと思います。 

   次に，最後なのですけれども，救急隊の感染予防対策について，令和４年度はコロナ禍で，

九千何人，１万件近くですから，物すごく大変でしたね。コロナ対策では防護服を着て対応す

るというのは，暑いときは本当に大変だなと。 
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   それで，５月８日から，２類から５類になるのですけれども，そのままそういう感染対策で

移行するのかどうなのか，お伺いしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   まず，５月８日から，第２類を第５類に移行という国の方針にのっとった指針が示されてお

りますけれども，当消防本部としましては，５類以降に関しても，コロナウイルスの感染力，

もしくは毒性に関して，直ちに弱まることはないと思っております。これは，専門家でも同じ

ような見解を示していると思いますけれども，だとすれば，これまで令和２年，令和３年，そ

して令和４年とコロナ対応をしてきた救急隊は，その知見を生かしながら，やはり５類以降に

なったとしても，これまでの感染防止措置を取りながらという体制になります。 

   なお，議員が御懸念されておりますタイベックスーツという感染防護衣，これはこれから気

温が高くなって夏場といったところで，隊員の労務が，さらに体力低下というところもござい

ますけれども，これに関しては，やはり活動隊員の入替えを積極的に行いながら，１当務中の

救急業務時間，それに負担をかけないような形を取りたいというふうに思っているところでご

ざいますし，先ほど申し上げた本部機動救急隊もその一翼を担うと，負担軽減をなるたけ高め

るといった狙いを考えております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 救急隊の方たちとか，一生懸命やっている人たちに負担をかけないで，

交代制でやらないと，本当に大変だなと。救急で一生懸命やっている人たちが具合悪くなって

は逆ですから，意味ありませんので，健康に留意して救急隊の方には頑張っていただきたいと

思います。 

   以上で終わります。 

○議長（関 武徳君） 次に進みます。 

   ４番横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 私からも，議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算

について，質疑させていただきます。 

   先ほども何度もお話しされていますけれども，令和５年度の予算案は１１１億３，２６９万

４，０００円，前年度が８７億８，６２８万８，０００円でございました。前年度と比べると

２６．７％の増で，２３億４，６４０万６，０００円の増額ということで，今回は伊藤管理者

の施政方針の中にもありますけれども，西地区の熱回収施設の関連工事，これが最終年度とな

ることからの増額ということで，その他もありますけれども，大体はこういう形となっており

ます。 

   その中について質疑させていただきますけれども，歳出の２款１項１目７節報償費，講師等

謝礼５万円ですけれども，まずこの内容と対象者についてお尋ねいたします。 
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○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） お答えいたします。 

   職場における労働災害の防止及び健康の保持増進を図るために安全衛生委員会というのが職

場内にございまして，そちらの事業の一環で研修会を実施しています。それで，その研修会に

ついては，令和２年度までは，こちらの５万円を使って年１回しかやっていなかったのです。

ところが，ここに来てメンタルヘルスで休む職員が増えてきたというところで，令和２年度か

らは年２回そのような研修会を実施するようになりました。この５万円を用いた研修会と，さ

らには宮城県の共済組合があるのですけれども，そちらから研修内容に合う講師の派遣をして

いただきまして，研修会を実施しているところです。これまでの令和２年度から令和４年度の

実績で言いますと，延べ４回開催しておりまして，参加人数は職員が延べ３４８名，１回当た

り平均で８７名の職員が出席しているという状況でございます。内容的にはメンタルヘルスが

２回，ハラスメントが１回，あとメンタルとハラスメント両方兼ね備えた研修会が１回と。 

   ただ，令和４年度につきましては，コロナ禍ということで，職員たちを一堂に会すというこ

とが非常にリスキーな時期もございましたので，今年度初めて動画を撮りまして，その動画を

全職員に配信し，時間があるときに見てもらうようにしたところ２５８名の職員がウェブを使

って研修を受講したという内容になっているところでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） ありがとうございました。 

   私もここのところで聞きたかったのは，やっぱりハラスメント関係の研修が，この消防署で

行われているのかということを聞きたかったので，この項目を入れさせていただきました。 

   令和５年度の講師は，まだ決定はされていないということでよろしいのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 令和５年度につきましては，予算は取らせていただいてい

るのですけれども，今後，職員の状態等を見極めながら講師の選定に取りかかっていきたいと

思います。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 先ほど，前段議員の話では５人ほどおやめになったということで，そうい

った形で病欠や長期欠席している方たちがいるのかいないのか，その辺のところをお尋ねいた

します。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 令和４年度につきましては，現状としては病休で休んでい

る職員はいないところでございます。 

   ただ，かつては，令和４年度の前半になりますけれども，メンタルで休んでいる職員が，事

務局部局については２名，消防部局についても２名いたという事実はございますけれども，現
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在は通常に勤務をしているという状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） ここの職場では，職員の相談体制はどのようになっているのか。部署ごと

になのか，それとも別な先生を招いた形など部署の誰も知らない人に相談するということが私

は大事なのかと思うのですけれども，そういうような相談体制は取られているのか，その辺に

ついてお尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 消防部局，事務局部局，それぞれそういった体制はできて

おります。 

   さらに，ストレスチェックというものを，これは大崎市も実施しておりますけれども，毎年

実施しております。結果については，本人しか分からないように通知しておりますけれども，

ただ，人事担当は把握しています。そのストレスチェックである程度のストレスのボーダーラ

インを超えた職員につきましては，希望があれば仙台にある専門医と面談をしています。 

   専門医からは，追ってその結果が内々に人事担当に参りますので，例えば今の配属されてい

るところが向かないと，適正ではないということであれば，人事異動にその結果も反映させる

というような，組織ぐるみでそういったリカバリー体制はしっかり取っていると認識してござ

います。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 人事担当は，誰が面接を受けたかということは分かるわけですね。メンタ

ルで専門医と面談が必要な方には，しっかりとやっていただきたいと思っております。 

   先ほどは，年次有給の平均日数を聞きましたけれども，この年次有給の取得率についてお尋

ねします。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） まず，取得率でございますけれども，事務局部局について

私のほうから，消防部局については板垣総務課長から答弁をいたさせます。 

   事務局部局の取得率につきましては，平均取得率が２９．６％ということになってございま

す。これは令和４年度で，令和３年度については２５％ということで，ポイント数的には上が

っていると。私も，事あるごとに年休を取りなさい，取りなさいということで声がけをしてい

るという状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 年休の取得率ですけれども，消防本部といたしまして全職員

の平均ですけれども，令和４年につきましては２８．５％の取得率となっております。これに

つきましては，１年で２０日いただいておりますので，繰越しも２０日として，４０日として

の計算となっております。 

   以上でございます。 
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○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 事務，消防関係も約３割弱という，そういう形での数でありますけれども，

やはり今回は，令和４年度はコロナ禍ということもございまして，家族の感染または本人の感

染，そういった形で結構人数的にも厳しかったところがあるのかなと思いながらも，でも令和

３年度よりも令和４年度がアップしているという，そのように皆さん努力されているというの

は，このような様子は分かります。 

   それから，一般会社ですと，有給の残り日数を買取りというのはよくあるのですけれども，

やっぱり公務員は，そういうのがないのか，その辺の確認をしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 個人的には買い取っていただきたいのですけれども，役所

はそういった制度はございませんので，実情を御回答申し上げます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 大変言いにくいことを質疑させていただきました。 

   子供の育児休暇，育休，産休についても，やはり男性も取るような方向性になっていますの

で，皆さんで理解していただきながら，この有休を取れるような職場環境，体制を取っていた

だければと思いますので，その辺についてはよろしくお願い申し上げます。 

○議長（関 武徳君） 質疑の途中でありますが，暫時休憩をいたします。 

   再開は，午後１時１５分といたします。 

午前１１時５５分 休憩 

──────────────────────────────────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（関 武徳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   午前に引き続き質疑を再開いたします。 

   横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 午前に続きまして，質疑させていただきます。 

   まず，２款１項２目財政調整基金２７８万円ですけれども，大崎広域の予算というのは，１

市４町が負担されているわけでございますけれども，今の財調はどのくらい積まれているのか，

その辺についてお尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） お答えをいたします。 

   令和４年度末で今回の補正までになりますけれども，１５億５，９１２万４，０００円を見

込んでおります。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 毎年災害対応とか，いろいろなことを１市４町でやるわけですけれども，

１５億五千九百何万円というこの金額，このように施設の電気料金も高騰している中で，どの
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ような用途を考えているのか，その辺ちょっと具体的にお願いします。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） お答えいたします。 

   基本的な考えとすれば，財調というのは，当初予算から本当を言えば財源として充当すると

いうのはあまり好ましくないことではあります。しかしながら，当組合といたしましては，市

町村圏計画の中で市町負担金については，毎年度のアッパーを真水で７０億円を目安として定

めているのです。ですので，例えば，本年度から，再来年度あたりまで大型事業が続きます。

そういったときに，市町負担金が７０億円を超えたときに，緩衝材として財政調整基金を充て

させていただいて，市町の負担を和らげるために現在は使わせていただいているという状況で

ございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 各自治体も，かなり電気料金などの光熱費等が上がっておりますので，い

ろんな意味で負担が幾らでも少ないほうがやっぱりよろしいかと思いますので，その辺のとこ

ろは御配慮いただきながら，よろしくお願い申し上げます。 

   次に，５款１項２目の消防施設整備事業についてお尋ねいたします。 

   まずは，１，６８２万４，０００円の内容についてお尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 施設整備事業費の１，６８２万４，０００円の内容について，

お答えさせていただきます。 

   まず，鳴子消防署になりますけれども，こちらの仮眠室につきましては，開署当初から間仕

切りのない１つの部屋に仮眠するような状態となっております。令和４年に新型コロナの感染

拡大によりまして，家族罹患などから鳴子の職員が大体１０名ほど出勤停止になったという状

況もありました。また，感染症患者の搬送後の救急隊が洗浄を行う消毒室などの設置，これも

必要だということから，仮眠室の個室化，消毒室の設置など，感染防止対策として，環境整備，

その他の改修工事を実施するということで，令和５年度分といたしましては，実施設計業務の

委託料といたしまして計上しております。 

   その中身は，実施設計業務及び地質調査，アスベスト調査，これらを含む形で１，６８２万

４，０００円という形となっております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 前回の議会で，三本木出張所についても控室を改修するというお話でござ

います。その辺はもう完了しているのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 三本木の改修工事につきましては，３月７日に完了検査をい

たしまして，全て終了しているという状況でございます。 
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○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） この鳴子の件ですけれども，鳴子の仮眠室の件は，一般競争入札だと思わ

れますけれども，とにかく早くやっていただきたいという思いであります。いつ頃この入札を

考えているのか，お尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 入札につきましては，契約等審査会という内部の審査会を経

まして，適格性の審査とか，その部分をきちっと審査いたしまして，その後のできるだけ年度

の早いうちに計画をしたいと思っております。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） これは令和５年から令和７年までということになりますので，ぜひよろし

くお願い申し上げます。 

   それから，最後に備品購入費３億３，０００万円の中で，今回，新規の水槽付消防自動車と

いうことで，７，３００万円ということなのですけれども，この水槽には，大体何リットルぐ

らい水を入れて初期活動されるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えします。 

   水槽付消防ポンプ自動車の水槽に入っている水の容量のことだと考えてお答えしますが，大

体１．５トンから２トンの範囲で積載している車両となります。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） １．５トンから２トンの水を消防ポンプ車の水槽から出しての初期消火活

動ということで，令和４年度はいつもより火災は少なかったわけでありますけれども，しっか

りその辺のところでお願いしたいと思います。やはりこのような車両は年次計画を立ててやっ

ていると思いますけれども，今後この水槽付ポンプ車はまだまだ買わなければならないところ

なのか，それともこれで今回終わりになるのか，その辺はいかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   水槽付消防ポンプ自動車，これは遠田消防署に配備する予定で，このたび更新整備いたしま

す。 

   この車種に関しては，一通り整備が終わりまして，今度は水槽付きでない普通のポンプ車に

取りかかろうというところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 次に，生涯学習振興費プラネタリウム事業について伺います。今回，前か

らふるさと基金を利用した１市４町のバス支援，小学４年生以上のプラネタリウムの見学実習
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ですけれども，あのときには御案内しても全校がなかなか来ていないのですということでござ

いました。令和４年度はいかがでありましたでしょうか，その件をお伺いいたします。 

○議長（関 武徳君） 遊佐教育次長兼総務課長。 

○教育次長兼総務課長（遊佐 徹君） お答えいたします。 

   プラネタリウムの利用率を拡大するために，組合がバスの手配を行って費用負担をするとい

うバス支援を行っているわけでございますが，令和４年度の実績につきましては，大崎の構成

市町で全部で小学校の数は４０校ございます。そのうちの３１校から，この事業の利用につい

て申請をいただいているというような状態でございまして，そのほか自主運行，自前のバスを

確保して来ていただいている学校が６校，合わせますと３７校が結果的に御利用いただいてい

るという結果になっております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 東北一のすばらしいこのプラネタリウム館ですので，やはり今度また３年

生から４年生まで進級されるわけですけれども，その方を中心に，今度はしっかりとこのプラ

ネタリウムを見学されるようにお願いいたしまして，私の質疑を終わらせていただきます。大

変ありがとうございます。 

○議長（関 武徳君） 次に進みます。 

   ２番佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） それでは，私からも，議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一

般会計予算につきまして，何点か質疑をさせていただきます。 

   まずは，２款４項１目でございますが，自治振興費１，４２３万４，０００円ほどでござい

ます。これも昨年の決算を受けまして少し理解をしているところであったのですが，なおさら

今般の予算に際しまして御質疑をさせていただきたいと思ってございます。特に各種事業で１，

４００万円ほどの予算になってございますが，特に市町助成事業という部分でございました。 

   こちらの内容なのですが，これは大崎市が３００万円，そしてほか４町がそれぞれ２００万

円だと記憶してございますが，そういった予算構成でよろしいでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） お答えします。 

   そのとおりでございまして，令和元年度まではその半額だったのですけれども，令和２年度

から，一応倍ということで，議員おただしのように３００万円と２００万円というふうになっ

てございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 確かにおっしゃいますとおり，この間，新型コロナということもございま

したので，なかなか各自治体でもいろんなイベントですとか催事が，行事が少なかったという

こともございますから，どこかの部分にこれを充当していただいて，少しでも市民協働や地域
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の活性化に寄与していただきたいという目途だとは感じているところでございましたので，倍

にしたということで，現行では１，１００万円で，その内訳であるということが理解できたと

ころでございます。よろしくお願い申し上げます。 

   この中で次に移らせてもらいますが，プラネタリウム学習支援事業，１６０万円ほどござい

ますけれども，これは具体的にはどういった予算として使われているのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 遊佐教育次長兼総務課長。 

○教育次長兼総務課長（遊佐 徹君） お答えいたします。 

   今お聞きいただいた件は，ふるさとづくり基金の活用に関しての執行項目だったということ

でよろしいでしょうか。（「自治振興費１６０万円」の声あり）自治振興費ですね。 

   これにつきましては，バス支援に係るバスの運行と，もう一つ，ゆめっこパスポートの印刷

経費でございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解でございます。 

   これは，１市４町にあります児童生徒，学校ですよね。こういった皆さん方に私どものすば

らしいプラネタリウムをぜひ多くの方に見ていただきたい。特に,子供たちに見ていただきた

いということでございますけれども，大体例年，この１市４町構成市町のあらゆる小学校，中

学校，こういった児童生徒は，１年に一遍程度はこちらのほうに来るような現在計画に考えて

いらっしゃるでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 遊佐教育次長兼総務課長。 

○教育次長兼総務課長（遊佐 徹君） ゆめっこパスポートの配布でもって，子供たちが無料でプ

ラネタリウムを活用できるというメリットがあるものですから，例年多くの子供たちがパスポ

ートを持って家族と一緒に来るという，そういった姿が見られております。 

   ただ，そういったパスポートの利用地域，あるいは利用する学校を私たちは統計を取ってい

るわけでございますけれども，必ずしも全部の全地域が満遍なくいらっしゃっているというよ

うな，そういった現状ではございません。やはり近隣の古川地域の学校についてはかなり多い

状態ですけれども，少し離れてしまいますとなかなか足を運んでいただけないという学校もあ

ることですから，私たちもそういった学校の統計を取っている関係で，その活用を，来館をお

願いしたいということで，今後とも学校のほうに直接働きかけていきたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 例えば，映画上映会とかをすれば，皆さん方が満車で駐車するスペースも

ないぐらい満員御礼になるようなパレットの事業でございます。特に私は，ケイロンⅢが整備

されているこのプラネタリウムに関しては，すごく大きな興味関心を持っている人間の一人で

ございますけれども，ぜひまず子供たちに見ていただきたいというのが強い思いでございます。
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もちろん広域圏でやってございますから，１市４町の本日は副管理者の皆さんいらっしゃいま

すけれども，そういった子供たち，１回，２回と言わずに，毎年１回，せめて１回以上はプラ

ネタリウムを体験，体感していただいて，またその映像等々にも各学校の何か映像ですとか，

いろんな四季折々の映像を撮りためたものも，聞きますと，センター長自らが撮られたものも

入っているようでございますけれども，こういうものを使用されているということでございま

したので，ぜひそのすばらしさ，映像，あるいはそのプラネタリウム，こういったものを体感

していただきたいと思うのですが，もう一言いかがですか。 

○議長（関 武徳君） 遊佐教育次長兼総務課長。 

○教育次長兼総務課長（遊佐 徹君） 今，佐藤議員からお話しいただいたように，学校の風景を

映し出して，そこから見える星空でもって星の動きなどを学習していただくということについ

ては，非常に学習効果がございまして，先生方からも好評いただいているところでございます。 

   また，せっかくの全天周映像という貴重な機能を持つプラネタリウムなものですから，星だ

けではなく，大崎の様々な地域，私もいろいろ撮っておりますけれども，ボランティアさん方

もたくさん撮って提供していただいているという，そういった大崎のすばらしい自然なり観光

資源，そういったものをプラネタリウムのドームを通して，子供たちや圏域住民あるいは圏域

内外の皆さんに提供していくという，そういった取組については今後とも力を入れていきたい

と考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） よろしくお願いします。 

   次に移ります。 

   ４款１項１目の一般管理経費でございます。３億７，７１０万９，０００円ほどでございま

すけれども，特に解体撤去工事という部分でございますけれども，今般の中央クリーンセンタ

ーの解体を見てみても，やはりこれはアスベストですとか，ダイオキシンですとか，いろんな

問題があるということでございまして，本日の報告事項の中にも一部延期というふうな部分で

の報告があったところでございます。もちろんこれは繰越明許という部分でございますけれど

も，大きなグランドオープンに間に合うという部分につきましては，予定どおりで進むという

ふうなことも聞いてございますが，やっぱり適切な解体撤去工事，このようにして予想以上に

時間がかかってしまうということも，もう経験として分かるわけでございますから，この後の

解体撤去工事に関しましては，そういったことを見込んだ上で，きちっと全体のスケジュール

感というものを出していただきたいと思うのですが，その辺，十分にやっぱり入札発注をする

際にも，仕様にもやはりこういった十分な安全性ということと，ダイオキシンですとか，ある

いはアスベストですとか，こういったことに対する処理といったことがきちんと図れる，そう

いった事業者の方にぜひともこれは入札を果たしていただいて，そのまま粛々着実に解体撤去

工事をやっていただきたいと思うのですが，その点いかがでしょうか。 
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○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 佐藤議員には，非常にいろいろ御意見いただいてありがとうござ

います。 

   今回の玉造クリーンセンターの解体撤去工事でございますが，発注内容につきましては，議

員にも視察していただいた中央クリーンセンターと同様のしっかりしたものにはなっているも

のでございます。 

   しかし，今，議員からもお話がありましたとおり，アスベスト等もございますので，事前に

アスベスト調査等を行うなど，環境対策には十分注意を払いながら，関係法令を遵守し，安全

かつ適正な解体撤去工事が行えるようなものということで仕様を整理しているということでご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解しました。 

   次に移らせていただきます。 

   ４款３項１目のリサイクルセンター管理経費１３６万円ほどでございます。モデル地区を選

定され収集業務に当たられるということでございますけれども，このモデル地区収集という部

分での内容等を教えてください。 

○議長（関 武徳君） 柴岡参事兼業務課長。 

○参事兼業務課長（柴岡雄司君） モデル地区指定は，１市４町の区長さん等と協議していただい

て，市町で一応モデル地区を設定させていただいております。 

   モデル地区につきましては，１００戸を目安に２か月間のモデル地区で検証したいというこ

とでございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） １００戸で２か月間ということでございました。了解いたしました。 

   構成市町で１００戸ずつ２か月間ということでございましたので，こちらを踏まえて今後の

事業に当たっていきたいという答弁だったかと思うわけでございます。やはりリサイクル法の

規定もございますし，各自治体や一部事務組合で取り組んでいくという流れというのは当然の

ことかと思ってございまして，後段の一般質問でも触れさせてもらうわけなのですけれども，

ぜひこの圏域住民の方々のリサイクルに対する，３Ｒも含めて，きちんと理解促進を図ってい

ただくような取組をやっていただきたいと思います。 

   また，モデル地区の収集に当たられましては，やはり皆さん方の負担が増えないようなこと

も大事かと思います。ごみではなくリサイクルとしての還元を考えた上で，住民の方々にも理

解を得るようなお話ですとか，広報周知をしなくてはいけないのかと思ってございます。その

点，広報あるいは区長さんの御理解，住民の方々に対する理解という観点でいかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 柴岡参事兼業務課長。 
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○参事兼業務課長（柴岡雄司君） 住民にプレッシャーがかからないようにということなのですけ

れども，リサイクルにつきましては，それぞれ積極的に参加する方，しない方もいると思いま

す。今回のモデル地区につきましては，実施に当たりまして，それと併せて実施後のアンケー

ト調査も予定しております。その中で，分別がしづらかったとか，分かりやすくなったとかと

いうような形で，調査したいと思っております。 

   なお，事前に仙台市のほうでは，令和２年からこのモデル地区を設定しております。今回の

廃プラスチックの取組として今まで容器包装は別にやっていたのを一緒に集めることによって，

分別が分かりやすくなったという方が７割いらっしゃるということです。今回，いろいろ課題

は見えてくると思いますが，いろいろな御意見をいただきながら，令和６年度に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解いたしました。 

   次に移らせていただきます。 

   ５款１項２目，消防関係でございますけれども，消防施設整備事業，１，６８２万４，００

０円ほどでございます。 

   私も鳴子温泉のほうに出向くことがかなり多いのですけれども，いつも古いなと思って眺め

ては往復をさせていただいているところではあったのです。いわゆる残されてきましたその庁

舎の整備という中では，多分数少ない一つだろうと思うわけなのですが，ややもするとここだ

けなのでしょうかと思うのですけれども，そういった部分で，今般の改修工事の前提としまし

て，仮眠室ですとか，感染防止対策ですとか，消防庁からの発出されている通知という根拠で

ございますけれども，具体的な工事の内容ですとか，改修の流れですとか，その辺いかがでし

ょうか。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） 具体的な工事の部分ということなのですけれども，まず計画

としましては，令和５年度実施設計をさせていただきまして，そのほか各種調査業務というこ

とで，アスベストとか，そういう部分の調査業務をさせていただいて，その結果に基づきなが

ら，令和６年，令和７年，２か年にかけまして，庁舎の改修工事を行うという考えでおります。 

   先ほどもお話ししましたとおり，仮眠室の改修や今まで使っている部分で老朽化していると

いう部分の補修とかを行いながら，さらには女性もこちらの庁舎に，今現在は勤務できる状況

ではありませんので，それも含めた形で勤務できる体制を取るような形で改修をしたいと考え

ております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 分かりやすい答弁でございました。了解いたしました。 

   次に移らせてもらいます。 
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   引き続き消防でございますけれども，備品購入費２億２，４０５万１，０００円ほどでござ

います。私が以前，初めて広域の議員をやっておったときも，指令センター等々の予算がたし

か計上されておったかと記憶してございまして，非常に大きなやはり関心が，私個人もあった

ところでございます。今般ちょっと見させていただきますと，ＡＶＭ，車両運用端末装置本体

更新，その他車載無線の更新や既存機器の処分代というものが盛り込まれているというふうな

説明資料でございましたけれども，これはやっぱり私は，非常に皆さん方，圏域住民の命です

とか，消防の救急指令，いろんな大きなことにも関わりがある案件でございますから，非常に

やっぱり重要な予算なのかなと考えているところでございます。 

   まずは，お聞きさせていただきたいのは，まずはこの指令センターと，あと無線というもの

の全体を更新するということの理解でよろしいですか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） 議員おただしの件につきまして，お答え申し上げます。 

   まず，消防通信施設というのは，今，佐藤議員がおっしゃったとおり，消防通信を運営する

ための指令センター，これが消防本部庁舎にございます。それからあと，各消防署所には端末

装置なるものがございます。これを総称して指令システムというような構築になっております。 

   それで，各消防隊との無線連絡につきましては，消防救急デジタル無線というところで無線

系統があります。ですから，大まかに指令システムと，それからデジタル無線系統と，この２

つのつくりとなっております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） ちょっと私も各導入された自治体ですとか，事務組合のところの情報を調

べてみたのです。やっぱりおおむね現場到着時間ということも，その根拠としてはあるという

のと，デジタル化や今現システムのほうに切り替わりますと，特に統合型の位置情報通知装置

ということで，いろんな情報から今どこにいますかということを瞬時にして分かる装置なんか

もついている，あるいは音声合成装置ということで，人の声がすぐに文字情報，いわゆる人の

声が機械的に声として発出されるというものであったりですとか，あるいはＧＰＳを活用しま

した出勤車両の運用管理装置ということも更新されている。なおかつ，指令伝達装置というこ

とで，１１９番へ通報受付時にタッチペンで入力したメモを指令書と一緒に印刷して出勤者や

車両に送信すると，こういったものも全て盛り込まれているものが一般的だということを情報

として見させてもらいました。 

   また，本日，議会提案になってございますけれども，これに関する詳しい資料も，私はなか

ったものですから，今この場で確認をさせいただきたいと思うのですが，こういったものも盛

り込まれている。もちろん，今まで，現場到着時間等々に過不足がないように，きちんと最善

の方法で運行計画やこういったシステムを使ってきたということでございますけれども，そこ

に対する影響はないのかどうか，こういったシステムが盛り込まれているのかどうか，いかが
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でしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） それでは，お答えいたします。 

   まず，議員の例示なされた機能につきましては，今回，更新整備事業の中にはほぼ含まれて

いる機能でございます。例えば，先ほどの車両動態の端末装置，通称ＡＶＭと申しますけれど

も，このＡＶＭにつきましては，指令センターの管制員が通報者から得た情報を，手書きパッ

ドで記入して，それをＡＶＭ各出動車両の車載しているモニターにそのままダイレクトに映し

出されるという機能を持っております。 

   さらに，このＡＶＭに関しては，これまでは車載で固定された状態で使うしかなかったので

すけれども，今後，更新されれば，これを取り外して現場に携行して，直接指令センターの管

制員と災害情報の共有をしていくという機能を持ち合わせております。 

   さらには，ＧＰＳ機能も現行のＡＶＭには搭載されておりますが，これはやはり現場到着時

間，それらの迅速な対応というところの観点からは，継続して搭載するものでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） なるほど。分かりやすい答弁でございました。 

   続きまして，確認をしたかったのですが，大崎市でも今後，日本語学校を推進するという報

道が流れてございますけれども，多文化共生という観点もございます。市内のほうには外国人

の方もいらっしゃいます。その方から発信される１１９番通報というのもあると思われます。 

   そういった中で，外国語に関しましては，どの程度対応されているのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   これについても，消防本部第三者通訳というところで，外国人様からの通報は，その言語に

よって，こちらから契約している通訳センターにそのまま転送して，第三者が介して，その母

国語と，それから日本語翻訳というところで，災害情報の聴取をしまして対応しているという

現状でございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） さらに質疑なのですが，通訳センターというのは，瞬時に通訳をいただけ

るものなのでしょうか。緊急時とか救急時というのは，どのように対応されるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   これについては，３６５日２４時間という対応を取っております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 
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○２番（佐藤弘樹君） 了解しました。 

   続きまして，これもよく皆さん方から質問等々を私自身も受けるものがありますが，障害を

お持ちの方々への対応なのです。いわゆる聴覚障害の方ですとか，あるいは音声通報が困難な

方々もいらっしゃいます。こういった方々がこういったシステムを活用しまして，どのような

対応されるのか，いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   聴覚障害の方々につきましての通報対応につきましては，Ｎｅｔ１１９というものを活用し

ております。これにつきましては，せんだっても新たに聴覚障害の方が申請，登録というとこ

ろで，消防本部は対応しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 最後の質疑になりますが，テレドーム通信がございます。ちょっと議案と

関連するかと思うのですけれども，やはり皆さん方，こういった情報等々をいただく，受け取

るという意味合いでは，私も消防団員でございますけれども，やはり通報がある場合に団内で

もらっているメールもあるのですが，やはり電話したほうが早いというのがございまして，す

ぐテレドームのほうに電話をするようにさせてもらってございます。 

   そうした中で，一番皆さんから来る御意見で多いのが，やはり電話ができない場所もあると。

確認する際に，音声情報ではなくて文字情報として見たいと。つまり，ウェブ上でもそのペー

ジに行っていただければ，現在テレドームで流れている内容が，文字情報として見られれば，

後からそこにアクセスすれば，すぐにどの場においても見れます。電話をするということはな

かなかできかねる場面場所等々も多くあるというお声をたまに頂戴するところであったわけな

のですが，その点いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   おただしのテレドームにつきましては，ＮＴＴコミュニケーションズのほうで，７月頃にそ

の運用が停止するという情報を持っております。それに代わる一般向けの消防団員の方，それ

から関係市町の方々にもアクセスできるような，テレドームに代わるダイアル案内というとこ

ろを，業者を選定しながら今後対応していくというふうに考えておりますが，議員おただしの

文字情報の反映というところは，今後検討していきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 大崎市の場合，ほかでもかも分かりませんけれども，なかなか難聴地区の

ところがございまして，防災行政無線が鳴っても聞こえなかった，音が低かった，逆に近過ぎ

て聞こえないと，いろいろなことがあります。文字情報のページを皆さんブックマークなんか
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をされまして，何かあった場合にはすぐそこを開いて見るという方も随分増えてきています。 

   テレドームも同じように，電話をして確認するというよりも，そこにアクセスをすればすぐ

に文字情報として分かるほうが，やはり間違いはないかと思うのです。電話で聞いたときに，

周りがうるさかったりすると言っている内容が分からなかったりしますから，その辺もござい

ますので，ぜひその辺も，できれば改善といいましょうか，検討を前向きにやっていただけれ

ばと思ってございますが，これに関しましては関連質疑なりますので，この程度で私の質疑に

関しましてはやめたいと考えてございます。ありがとうございました。 

○議長（関 武徳君） 次に進みます。 

   ５番氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 質疑者も４番目になりましたので，かぶらないところで御質疑を申し上げ

ていきたいと思います。 

   まず，議案第９号でございます。 

   ４の３の１，最終処分場整備事業について伺いますが，いよいよ次の最終処分場整備が始ま

るわけでありますが，令和５年度における事業内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 最終処分場の整備事業，令和５年度一般会計予算に関する説明書

の３７ページの部分だと思います。 

   こちらにつきましては，新しい最終処分場の適地選定，またそういったものをする整備に係

る予算を計上させていただいたものでございます。 

   内容といたしましては，６１６万７，０００円が総額になるのですけれども，その内訳の主

な部分といたしましては，最終処分場の適地選定業務の５１５万４，０００円，これが主な部

分になりまして，そのほか有識者会議構成員の報酬，それから交通費，それと住民説明会の費

用，それから住民先進地視察のレクリエーション保険，それから先進地視察のバス借り上げ料，

会場使用料，そういったもので，令和５年度分として６１６万７，０００円を計上させていた

だいたという内容でございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） これまでの最終処分場ですと，いわゆるオープン型で進めてきているわけ

であります。この議会としても，大仙市に視察したりしてきました。向こうは被覆型というこ

とで，新しいスタイルの最終処分場であるということでございます。 

   今回，広域が今度取り組んでいく処分場，これについては方針はどのように決定していくの

でしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 方針といいますか，現在，構成市町に，令和５年５月末まで候補

地を出してくださいとお話をしております。そういった中で，今お話しした適地選定業務の中
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で，コンサルが各市町ごとに１０か所程度，任意に選びまして，その中に市町から出してもら

った候補地を入れて適地選定業務を行う内容でございます。まだ，今のところ決まっている部

分は，面積が３ヘクタール以上，それから方式としては被覆型でやるということだけが決まっ

ているという内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 管理者報告の内容にもありましたけれども，５月まで候補地をそれぞれの

自治体から選定するということでございます。５月までで大丈夫なのか，５月まで決められる

のかなという心配はあるわけです。というのはやはり，それぞれの自治体においてある程度の

住民理解も得た中での候補地の選定でなければならないのかなとも思うのです。その辺，時間

的に５月までというとそんなに時間はないというようなことからすると，大まかにこの辺とい

うような形の選定で，５月までその候補地を絞り出していくのか，その辺の考えが分からない

のですけれども，どのような形になっていますか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 各市町には，令和４年度の早い段階から，その候補地を出してく

ださいというお話をしております。その候補地の推薦については，市町である程度，地権者な

り住民の方の同意をいただいたものを候補地として出してくださいというお願いをしておりま

す。令和５年度は，令和５年度中に組合の計画といたしましては最終的な候補地までを決めた

いと考えております。それで，スケジュール感といたしましては，令和６年度には用地取得の

手続に入りたいと思っているところでございまして，何とか令和５年度中に最終スクリーニン

グまで終えて最終候補地を決めたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） もう１点なのですが，いわゆるクローズ型とオープン型のどちらの方式を

取るかによっても，またいわゆる候補地の選定にかなり影響が出るのではないかと思うのです。

例えば被覆型だと割とコンパクトな形でできますし，やはりオープン型というと今，三本木に

大日向がありますけれども，やはりある程度の面積というか，そういうようなものもあって，

候補地を選定するのにどちらを選ぶかによって，やはり影響があるのではないかと思うのです

けれども，いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 今回の新最終処分場の建設に当たりましては，クローズド型とい

いますか，被覆型，屋根がかかっているのは必ず造りますと，オープン型はもう造りませんの

で，その部分だけは決まっているということです。 

   ただ，決まっていないのが放流方式とかですかね。そういうのは，候補地として出てきたと

ころの様々な条件を見ながら検討していければと考えております。 
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   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 分かりました。この後，一般質問で質問される方もいらっしゃいますので，

では次に参りたいと思います。 

   工事請負費でございますけれども，５，３９０万円です。処分場工事費，この内容について

お伺いしたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 一般廃棄物最終処分場工事費５，３９０万円の内容についてお答

えさせていただきます。 

   この工事につきましては，リサイクルセンターから発生いたします破砕残渣物を埋め立てて

いる大崎広域一般廃棄物最終処分場の工事となります。 

   工事の内容につきましては，劣化が見られてきた遮水シートと遮光マットを悪くなる前に張

り替える工事ということでございまして，また併せましてガス抜き管の取付けを行うというよ

うな内容となっているものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 分かりました。 

   それでは次ですが，１２節の委託料，西地区熱回収施設整備施工監理等業務，これは西地区

熱回収施設，今年最終年度ということで理解しておりまして，ただ次も施工監理業務委託料と

いうのがあったので，これは両方に２つあるのですけれども，どういうような内容でしょうか。

お願いします。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） まず，西地区のほうは，今，議員おっしゃいましたとおり，熱回

収施設の５年目の最終年度の施工監理の部分でございます。 

   次の施工監理業務委託料というのは，令和５年度から行う東部クリーンセンターの長寿命化

整備事業の施工監理の部分になります。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 分かりました。下の分が東部クリーンセンターですね。そういうふうに書

いてもらうと分かるのですけれども，それで了解しました。 

   では，次に移ります。 

   農林業系廃棄物焼却処分業務５，６５７万７，０００円であります。 

   これまで順調に広域で焼却処理をしてきているわけであります。これまで，大崎市，涌谷町，

美里町，それぞれの予定量に応じて令和４年度においても予定どおり焼却業務が行われている

ようであります。 
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   令和５年度における焼却量，これについてどれぐらい予定しているのか，お伺いしたいと思

います。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） 令和５年度に予定しております農林業系汚染廃棄物の各自治体の

焼却処分量でございますが，大崎市については３３２．６７トン，涌谷町に関しましては４５

トン，美里町については２８．６トンの計４０６．２７トンを予定しているということでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 当初から７年計画で焼却ということで進められておりますが，それに現在

のところ変更はないでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 坂本施設管理課長。 

○施設管理課長（坂本 徹君） ７年間の計画に関しましては，今のところ変更はございません。

令和５年度から４年間，令和８年度で完了する計画でございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） ぜひ農家の方々も，この焼却に関しては早く処理をしてくれというような

状況がございます。各自治体から広域にバトンタッチするわけでありますけれども，私も毎日，

ここに来るときは化女沼を通ってくるのですが，あそこにも廃棄物が山のように積まれていて，

ようやく半分ぐらいになったかなというような感じで見ております。 

   やっぱりああいうのを見ますと，震災後の復旧がなかなか終わらないなというような暗い気

持ちになります。ああいうところを見ると，そういうような気持ちになりますので，やはり一

日も早い処理をやっていただくように，広域のほうでもよろしくお願いしたいと思います。 

   それでは次に，消防施設費でありますけれども，これについては前段お話がありました。消

防車，恐らく遠田消防署へのタンク車，それから救急車両については三本木出張所ですか。こ

の耐用年数，それぞれどれぐらいの耐用年数で更新されているのか，それをお聞きしたいと思

います。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，お答えいたします。 

   今回整備しようとする消防ポンプ自動車の耐用年数につきましては，２０年ということで定

めておりますし，救急車につきましては１０年，もしくは総走行距離を２０万キロメートルと

して定めております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 今回の救急車については，年数のほうでなったのか，あるいはキロ数でな
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ったのか，どちらですか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） 現在走行しております三本木救急車につきましては，配備か

ら経過年数が１３年たっておりますので，３年延長しておりますので，１０年は経過している

ということで判断しております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 消防署員の皆さんが丁寧に使っていただいたということで，３年間の延長

になったようでございます。引き続き，ただ安全・安心な運行をお願いしたいと思います。 

   次に生涯学習事業についてですが，前年度より予算が減額になったというふうに思っており

ます。それで，コロナも一応，落ち着きをされてきたということで，学校関係も今非常に，卒

業式であったり，入学式であったり，来賓を呼ぶような状況にもなっております。 

   生涯学習においても，これからやはり利用者が増えるのではないかという思いの中で，予算

の減額がなったということであります。この理由についてお伺いしておきたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 遊佐教育次長兼総務課長。 

○教育次長兼総務課長（遊佐 徹君） お答えいたします。 

   今，議員からおただしあったのは，生涯学習振興費の減額でございまして，１１４万２，０

００円ほど，令和４年度に比べますと減額しているということの要因，それをまずはお答えい

たします。 

   生涯学習振興費につきましては，プラネタリウム館や多目的ホールなどの施設の維持管理に

関する経費と，それからプラネタリウム事業，生涯学習推進事業，それから最後が視聴覚事業，

この３つの事業のソフトに関わる部分，自主事業に係る経費と２つに分かれるわけです。今回

減額になっているのは，前者の施設の維持管理に関わる経費の中で，施設の維持に関わる業務

委託の件数が減ったことによる減額でございますので，自主事業に係る費用につきましては，

これはコロナ禍の前から同じような水準で頂いている予算とほぼ同額でございますので，事業

に支障が出るということはございません。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 分かりました。自主事業関係は従来どおりということで，安心しました。

これからも，コロナに留意しながら，ぜひその事業の推進に頑張っていただきたいと思います。 

   私からは以上です。 

○議長（関 武徳君） 以上で，通告による質疑は終わりました。 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） ないようでありますので，これをもって質疑を終結いたします。 
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   これから討論に入ります。討論はございませんか。 

   鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算に対して，

反対の立場で討論させていただきます。 

   令和５年度当初予算案，総額１１１億３，２６９万４，０００円のうち，農林業系廃棄物焼

却処理事業費８，９９７万８，０００円に対し反対であり，それ以外はもろ手を挙げて賛成で

あります。 

   理由の１つは，土壌サンプル測定結果，大崎市測定値によりますと，焼却実施２０１８年９

月からと，実施後２０２２年７月から８月との比較を見ますと，基準値以内であっても，採取

場所４９か所中，測定値が２２か所で増加していること。 

   理由の２つには，大崎地域広域行政事務組合に対する住民監査請求から住民訴訟に進み，今

年中に仙台地裁の判断が下るのではないかと思います。それまでの間，焼却をストップすべき

と私は思います。 

   住民の願いに応えるために，隔離保管で住民の心配をなくすこと。放射能汚染廃棄物を焼却

することは絶対に許せません。 

   よって，議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算に対し，反対討論を

終わらせていただきます。 

   議員皆様方の御賛同を心からお願い申し上げ，討論とさせていただきます。 

○議長（関 武徳君） ただいま，原案に反対する３番鎌内つぎ子議員からの討論がございました。 

   次に，原案に賛成する立場での議員の発言を許します。 

   ５番氏家善男議員。 

○５番（氏家善男君） 議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算に賛成の立

場で討論させていただきます。 

   未曽有の大震災，東日本大震災が発生して以来，１２年が経過いたしました。いまだに大津

波の被害を受けた沿岸部を中心に復旧工事が進められ，福島県においては，東電の原発事故に

よる放射能汚染による帰還困難区域の解消に向けた努力が続けられております。また，原発周

辺地域から発生する汚染水の処理について，また新たな課題も出てきてございます。 

   一方，大崎圏域においては，原発事故の影響による放射能汚染牧草や稲わら，ほだ木の処理

等，この処理が求められております。保管している農家からは，一日も早い処理が望まれてご

ざいます。 

   鎌内議員からは，今，裁判の係争中を理由に，焼却に反対というような内容の討論がござい

ました。 

   国における４００ベクレルから８，０００ベクレル以下の農林業系廃棄物については，国に

おける農林業系廃棄物の処理加速化事業で一般廃棄物とし，各処理施設においてモニタリング

の設置や各種安全基準を遵守しながら，放射性物質汚染対処特別措置法にのっとって，安全に
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市町村が責任を持って処理を行うこととしており，仙台や石巻，利府圏域では，既に処理を終

えているところでございます。 

   本組合でも，平成３０年１０月から試験焼却に入り，令和４年度末で１，４５１．４９トン

の処理を終えているところであります。令和５年度においても，４０６．７トンの焼却処理を

計画しており，計画量３，５９０トンの処理が，各種基準値厳守の上で安全安心の上に計画的

に処理することが，大崎圏域の震災からの真の復旧復興がなされるものと確信しているもので

あります。 

   令和５年度，農林業系廃棄物処理に関しては，当広域議会では，令和２年９月２８日に農林

業系廃棄物に関する請願が４件ございました。議会でもそれを受理し，同年１１月３０日の組

合議会臨時会において，全て不採択としてございます。 

   このような関係からもして，よって議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会

計予算を原案どおり賛成の討論といたします。 

   御賛同をよろしくお願い申し上げ，討論といたします。 

○議長（関 武徳君） ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） なしのようであります。これをもって討論を終結いたします。 

   これから採決いたします。 

   この採決は起立によって行います。 

   原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（関 武徳君） 御着席ください。 

   起立多数であります。 

   よって，議案第９号令和５年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算は，原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第１０ 議案第１０号から議案第１２号までの３か件一括」 

○議長（関 武徳君） 日程第１０ 議案第１０号から議案第１２号までの３か件を一括して議題

といたします。 

   管理者から提案理由の説明を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 議案第１０号から議案第１２号まで一括して御説明申し上げます。 

   議案書の４５ページ及び条例等の一部改正に関する資料の３５ページをお開き願います。 

   議案第１０号宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県

市町村職員退職手当組合規約の変更について，議案第１１号宮城県市町村等非常勤職員公務災

害補償等審査会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務
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災害補償等審査会共同設置規約の変更について，議案第１２号宮城県市町村等非常勤職員公務

災害補償等認定委員会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職

員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の変更について，いずれも本組合が関係する一部事

務組合及び共同で設置する機関の規約を変更するものであり，地方自治法に基づき，関係地方

公共団体の議決を経るものであります。 

   変更理由は，構成団体のうち，白石市外二町組合が，令和５年３月３１日限りで解散するこ

とに伴い，規約を変更するものであります。 

   以上，議案第１０号から議案第１２号について御説明を申し上げましたが，何とぞ御審議の

上，御可決賜りますようお願い申し上げ，説明といたします。 

○議長（関 武徳君） これから質疑に入るのでありますが，ただいまのところ通告はありません。 

   質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 

   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第１０号から同第１２号までの３か件を一括して採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   各案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第１０号宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について，議案第１１号宮城県市町村等非常勤職

員公務災害補償等審査会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤

職員公務災害補償等審査会共同設置規約の変更について，議案第１２号宮城県市町村等非常勤

職員公務災害補償等認定委員会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等

非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の変更については，原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

  「日程第１１ 議案第１３号 大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条 
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   例」 

○議長（関 武徳君） 日程第１１ 議案第１３号大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保

護に関する条例を議題といたします。 

   提出者から提出理由の説明を求めます。 

   議会運営委員長２番佐藤弘樹議員，御登壇願います。 

○議会運営委員長（佐藤弘樹君） それでは，議案第１３号大崎地域広域行政事務組合議会の個人

情報の保護に関する条例について御説明申し上げます。 

   個人情報保護制度の全国的な共通ルールを規定するため，令和３年５月に個人情報の保護に

関する法律が改正され，令和５年４月１日から施行されることとなってございます。 

   この法改正によりまして，執行機関は，改正後の個人情報保護法が直接適用されることとな

りますが，地方議会については，国会や裁判所同様に法の適用対象外とされております。 

   このことから，議会が保有する個人情報の開示，訂正及び利用停止を求める個人の権利を明

らかにするため，議会における個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項を定め，個人の権利，

利益を保護することを目的に，本条例を制定するものでございます。 

   以上，議案第１３号について御説明申し上げましたが，議員皆様方の御賛同を賜りますよう

お願い申し上げ，提案理由の説明といたします。 

○議長（関 武徳君） 提出者は，こちらの席へ待機願います。 

   これから質疑に入りますが，ただいまのところ通告はありません。 

   質疑はございませんか。 

   ３番鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 議案第１３号大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する

条例について，質疑をさせていただきます。 

   まず初めに，一部事務組合でもこのような条例を制定する必要があるのでしょうか，お伺い

いたします。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○議会運営委員長（佐藤弘樹君） 一部事務組合でも条例を制定しなければならないのかという質

疑でございましたけれども，この一部事務組合を含めました全ての地方公共団体が，今般の改

正個人情報保護法の施行によりまして条例制定が必要となってございます。 

   議会は，先ほど説明申し上げましたとおり，この法律の法の適用対象外となってはございま

すが，この条例を制定しないと，議会におきましての個人情報が保護されないこととなります

ので，執行部と議会とで，それぞれ個人情報の取扱いに差が生じないように，条例制定が必要

であると考えまして，今般の条例提案とさせていただきましたので，御理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 
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○３番（鎌内つぎ子君） 分かりました。 

   次に，この条例案では，議員は個人情報保護に関して何らかの責務があるのでしょうか，お

伺いいたします。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹委員長。 

○議会運営委員長（佐藤弘樹君） それでは，お答え申し上げます。 

   個人情報の質疑でございました。大崎広域組合議会が保有いたしてございます個人情報では，

傍聴人の受付票，あとは請願や陳情の署名簿，退職議員の経歴や事務局職員の人事情報などが，

こちらのほうの規定に該当すると考えてございます。 

   ただし，このうち署名簿はないというふうなことでございますが，個人情報はただいま報告

申し上げました内容に合致すると考えられます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 了解いたしました。 

   最後に，条例で取り扱う個人情報はどのようなものがあるのでしょうか，お伺いいたします。 

○議長（関 武徳君） 今の答弁で網羅されておると思うのでありますが。（「そのほかにないの

か」の声あり）確認ですか。 

   では，佐藤弘樹委員長，もう一回お願いします。 

○議会運営委員長（佐藤弘樹君） お答え申し上げます。 

   まず，個人情報の件ですが，先ほど報告させていただきましたけれども，組合議会が現在保

有してございます個人情報のうち，今般のこの上程の中で規定させていただく想定として考え

てございますのが，傍聴人受付票，そして請願と陳情の署名簿，退職議員の経歴や事務局職員

の人事情報などをこちらのほうの中だと考えてございます。 

   また，この取組に関しましては，鎌内議員が在籍してございます大崎市議会も含めまして，

色麻町，そして涌谷町，美里町も含めまして，３月議会へ上程し，可決されている案件となっ

てございます。各基礎自治体の各地方議会におきましても，それぞれこの個人情報保護法の改

正案と整合性を図るように全て条例制定をいたしておるという部分でございますので，今回１

市４町で構成されてございますこの広域行政事務組合の議会におきましても，同様の個人情報

保護法改正に当たりましての今般の条例案を上程させていただきまして，皆様方の重ねて御理

解を賜りまして，議決をしたいと考えているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 分かりやすく説明していただきまして，本当にありがとうございます。 

   先ほど，個人情報はどのようなものがあるかということで，前の段階で説明は受けたのです

けれども，考えてみたら責務についてはどうだったのかということが，ちょっと語られなかっ

たので，そこだけ最後に伺いいたしまして，終わりにしたいと思います。 
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○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹委員長。 

○議会運営委員長（佐藤弘樹君） 大変失礼いたしました。先ほどの私の報告では，ちょっと話が

半分でございまして，責務という分でございました。 

   この条例では，議員個人ではなくて，まずは議会としての責務を規定してございます。 

   ただし，議会の構成員である議員も，個人情報の取扱いルールを遵守する責務があると考え

ておりますし，なおかつそれぞれの議会のほうで，議会基本条例等々がございます。いわゆる

議員としての規範，モラル，そういったことに関しましては，こちらのほうを遵守する立場に

いらっしゃるということを申し上げまして，重ねての御理解のほどお願い申し上げ，私の答弁

とさせていただきます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） ありがとうございました。 

   これで終わります。 

○議長（関 武徳君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 質疑なしと認めます。 

   提出者は自席にお戻りいただきます。 

   これから討論に入ります。 

   討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 討論なしと認めます。 

   討論がなければ，採決いたしたいと思います。 

   これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   これから議案第１３号を採決いたします。 

   お諮りいたします。 

   本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 武徳君） 御異議なしと認めます。 

   よって，議案第１３号大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例は，原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

「日程第１２ 一般質問」 

○議長（関 武徳君） 日程第１２ 一般質問を行います。 

   通告がありますので，順次発言を許します。 
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   ３番鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 通告に従いまして，一般質問をさせていただきます。 

   新最終処分場の整備事業についてお伺いいたします。 

   まずは，形式については，被覆型（クローズドシステム）の処分場建設を目指すと令和５年

度一般会計予算に関する説明書補足資料にありますが，循環式，無放流システムで行うという

ことは，先ほど氏家議員のところでは，そこはまだ決まっていないということでありますが，

候補地の地元の住民の要望で，そこはそういう放流は判断するのでしょうか，お伺いいたしま

す。 

   次に，令和５年５月末までに市町より１か所，候補地が推薦されますが，最優先順位はどの

ように決めていくのでしょうか，お伺いいたします。 

   次に，住民の理解を得るための安全確保と埋立て終了後の跡地有効活用及び地域振興策はど

のように検討されているのでしょうか，お伺いいたします。 

   次に，市町の候補地５か所が決まらなかった場合の対応についてお伺いいたします。 

   最後に，将来の最終処分場の整備についてお伺いいたしまして，一般質問とさせていただき

ます。 

○議長（関 武徳君） 答弁を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 鎌内つぎ子議員から，新最終処分場の整備事業について御質問賜りまし

た。 

   初めに，新最終処分場の整備の型式は被覆型（クローズドシステム）の処分場建設について

ですが，過去の議員全員協議会，あるいはこの議会でも御説明申し上げましたように，新最終

処分場の形式は，埋立地を屋根で覆う被覆型を採用し，周辺環境への負荷軽減を重視した計画

であります。被覆型は天候に左右されず，徹底した埋立物の管理が可能で，人工的に散水する

ことにより，浸出水の処理量が少なくなるなど，維持管理費の削減にもつながる計画でありま

す。 

   なお，放流方法については，建設候補地の周辺状況を加味しながら決定してまいります。 

   令和５年５月末までに市町より１か所候補地推薦されるが，優先順位はどのように決めてい

くのかのお尋ねでございますが，構成市町から推薦をいただいた候補地につきましては，客観

的視点を重視するため，コンサルタント会社により，評価項目，評価方法，評価基準を定めま

す。さらに，現地踏査を行い，土地利用状況や周辺の状況を確認し，施工性や経済性を加えた

総合的な評価により，最終候補地を決定することとしております。 

   住民の理解を得るための安全確保と埋立終了後の跡地有効活用及び地域振興策についてです

が，被覆型を採用することで，オープン型と比較し，周辺に対する廃棄物の飛散や騒音，臭気

を抑制することができ，生活環境への影響を大幅に軽減することで，住民の安全確保を図って

まいります。 
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   また，埋立て終了後の跡地有効活用につきましては，埋立地の構造上，くいや基礎を用いた

建築物は建てられませんが，今回は被覆型の屋根を利用した運動場やテニスコートなどが考え

られます。最終候補地が決定した後，立地自治体と共に周辺住民の御意見を伺いながら，跡地

利用計画及び地域振興についても検討してまいります。 

   次に市町の候補地５か所が決まらなかった場合についてですが，構成市町からは，本年５月

末まで，それぞれ１か所以上の候補地推薦があるものと考えており，万が一候補地が決まらず

に令和１２年４月までに新最終処分場の建設が間に合わない場合は，焼却灰の処分を外部に委

託することとなり，多額の処分費用を負担することになります。将来の最終処分場の整備につ

いてですが，今回の適地選定業務では構成市町からそれぞれ１か所，全部で５か所の候補地が

選定され，その中から建設予定地を決定していきたいと思っております。 

   今回選定されなかった自治体については，輪番制という形でお示ししておりますが，１つの

施設を１５年として考えますと７５年先までとなります。将来の整備時期については，土地の

利用状況も変化していることも考えられます。そのため，輪番制とは，まず，今回建設用地と

なった市町が，次回以降の候補地選定から外れるいち抜け方式と考えております。 

   最終処分場の建設用地選定に当たっては，過去の建設立地に関しては一度リセットすると考

えていきたいと思っております。 

   そのような考え方の中で，構成市町地域住民と共存できる施設整備に取り組んでまいりたい

と思っております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） ありがとうございました。 

   それでは，続けて質問をさせていただきます。 

   クローズドシステム型では，了解をしました。ずっとそういう説明は受けてきましたけれど

も，放流するかしないかが，やっぱり決め手なのです。 

   大仙市へ令和４年１０月２７日に視察に行ってまいりました。それで，やっぱり地元の要望

で，最終的には決まらなかったみたいなのです。せっぱ詰まったところで，何を担保にしたか

といったら，放流しないということで決まったみたいなので，そこら辺はこの１市４町の広域

の中では，地元の要望どうのこうのというよりも，放流しないと最初から決めたほうが，手を

挙げるところが出てくるのではないかと思いますので，そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 最終処分場で処理した水の放流方法についてでございますけれど

も，一般的に河川放流，それから下水道放流，下水道は那須塩原市がその方式を採用しており

まして，それから今おっしゃられている無放流，完全クローズド，そういったものがあります。

それぞれ，メリット，デメリットがあります。 

   その中でも無放流を考えた場合，確かに放流しなければ周辺住民の安心感につながる部分が
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ございますけれども，組合として課題として捉えている部分が，処理水の中で完全クローズド

だと処理水をまた埋立地に戻して循環させるシステムなのですけれども，その中で塩，いわゆ

るソルトですね。それが濃縮されてしまって，その塩の処分費で費用負担が増えることになる

のではないかというふうに懸念しております。 

   この塩の発生量について，ではどれぐらい出るのかといいますと，全国都市清掃会議という

ところの試算によりますと，住民１人当たり年間約１．３キログラム発生すると言われており

ますので，大崎圏域の人口を簡単に２０万人といたしますと，新しい最終処分場で年間発生す

る塩の量は約２６０トンと試算されるのではないかと思っております。 

   その２６０トンは，産業廃棄物として処分するしかないので，その処分費が大幅な負担増に

なるのではないかと，それをデメリットとして捉えております。 

   したがいまして，最初から無放流ということで決め打ちするのではなくて，市町から５月末

に出される候補地の周辺状況，そういったものも考えながら，その近くに放流可能な河川，そ

れから下水道，そういったものを検討しながら，放流にするのか，無放流にするのか，地域の

方の意見も当然取り入れながら，あと自治体と協議しながら決めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 私たちも視察に行って，あの山の中でそういうことやってくれという地

域の要望ですよ。あの山の中で跡地なんかどうするのだと，誰も来ないよねと。あそこの周辺

は，大仙市ではたったの１４世帯。高齢者，誰も要望なんか出されないですよ。テニスコート，

フットサルとか，いろいろ提案したみたいだけれども，誰も出さないと思うのですよ。いまだ

に未定であります。 

   そういう点では，私はそういうことであったら，地域のそういうだんだん延びていくことが

懸念されるので，ですから無放流システムでやっていただきたいと思うのですけれども。 

   あと，産業廃棄物等処分費は，人口２０万人で２６０トンということで，処分費はどれぐら

いと見ていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） その塩の処分費についてでございますけれども，それは今のとこ

ろまだちょっと把握してございません。まだ想像の話でございますので，今後ちょっと検討を

させていただきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 分かりました。まずは，やはりそういうことも考えて，対比して，地域

の住民の声も聞きながら考えていくということでありますけれども，なるたけはお金をかけな

いでということは重々理解はしますけれども，決まらなかったら大変だなという思いで聞きま
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した。 

   次に，令和５年５月末までに，市町より１か所候補地推薦をされますが，１か所でも出てこ

ない場合は，延ばすのか。延ばさないと公平性に欠けますので，どのように進めていくのでし

ょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 今回，候補地が１か所でも出なかった場合ということになります

けれども，そういった場合は候補地が出そろわないということなので，仮定の話になります。

ちょっと処分場が間に合わないので，外部に資源化として搬出するのも一つのやり方。そのほ

かに，近隣の一部事務組合のほうでは，ごみの焼却はその組合が行って，灰の処分は自治体で

行っている例もございますけれども，なるべくそういった事例も含めて，圏域住民の負担増に

ならないように，令和１２年４月，最終処分場の供用開始に向けて整備を進めさせていただき

たいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうですね。外部というよりも，公平性もいろいろありますのできちん

とやっぱり決めたとおりに５か所上がってくるように努力していただきたいと思います。 

   それと，今までの最終処分場の自治体はどこなのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 今までの組合の処分場の設置ということですよね。処分場は，埋

立て終了も含めて７つございまして，全て今のところ大崎市にあるということでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 今回の候補地で優先順位を決めるときに，こういう７つの大崎市なので

すけれども，配慮されるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 最終処分場の建設候補地で，今まであった自治体が，今までの実

績も含めてそういった部分が配慮されるのかということだと思うのですけれども，今回につき

ましては，過去の組合施設の立地に関して一度リセットさせていただきたいと考えてございま

す。 

   しかしながら，議員がおっしゃるとおり，大崎市に最終処分場が７つもありますので，確か

に不公平感，そういったものが拭えない部分もあります。どの程度の重みづけをするかは別と

いたしまして，処分場の最終評価項目，いわゆる市町からそれぞれ最終的に５つの候補地が出

てきますけれども，その中から今度は自治体間で，５分の１なり，５分の２を選ぶわけでござ

います。その段階で組合施設の設置の有無の項目を加えることを検討させていただいておりま

す。 
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   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 検討しているということでよろしいでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 組合でその辺のところ，既に検討段階に入ってございます

ので，御理解賜りたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 了解しました。 

   次に，埋立て終了後の跡地有効利用について，大仙市に行ったときに，里山のほうでいっぱ

いいいところあるのに，何だって山の奥に造ったのだろうねという話をしてきたのですけれど

も，やっぱりそういうところも考慮をするということでよろしいでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 今回，被覆型ということなので，特に候補地として出してくださ

いとお願いしているのは，山の中とか，まちの中とか，そういったことではないです。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうであれば，跡地利用なんかも考えるときには，最高だね。まちの中

でもいいわけですよ。なぜかというと，大仙市も，テニスコート，フットサルとか，提案した

のだそうです。１４世帯で周りは高齢者。山の側は誰も来ないということで，未定です。本当

に視察に行ってよかったと思ったのね。行った議員は大体そういうふうに思いましたので，そ

こら辺では，先ほど言われたように陸上競技場とテニスコート，提案はいいのです。場所を見

て，やっぱりそういう場所を考えれば，跡地のことも考えてやってもらったほうがいいと思い

ます。 

   それから，地元の対策費ということで，やっぱりあそこの経緯は，大仙市も反対されて，最

後の最後に話を詰めて，やっと了とされたのは，やっぱり先ほど放流しないということ，地域

振興費なのね。環境衛生対策費としては２０万円を地元自治体，１４世帯にだよ。それと，農

業用水整備事業補助金として５０万円を交付するとかとなっているのです。地域振興費として

桜ノ目の公園にお金を出しているのは大崎市で広域の負担ではないです。今後，１市４町で分

担して輪番とかでやっていくと，町で地域振興費となると本当に大変だなという感じも受けて

いるのです。状況はどうなるか分からないのですけれども，地域の要望なんか出ますので，そ

ういう配慮もしなくては駄目なので，今後そこら辺はどのように考えていらっしゃるのでしょ

うか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 最終処分場設置地域への地域振興という内容だと思います。お答

えいたします。 
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   廃掃法第９条の４に基づきまして地域振興は行います。内容や金額，建設用地，そういった

ものが決まりましたら，その地域の住民の方，それから立地自治体と協議して，住民や自治体

の要望を反映できるように進めさせていただきたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 次に，先ほど市町への候補地５か所が決まらなかった場合については外

部委託ということでありますけれども，外部委託となると，どれぐらいの予算を考えていらっ

しゃるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 担当課のほうで試算したところ，まだ未確定なのですが，１５年

間の比較になりますけれども，新しい最終処分場を建設したのと資源化として外部に出した場

合，十数億円，外部に委託するほうが多くなるという試算をしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） そうしますと，やはり５か所のうちで１か所を決めていく努力をしてい

ただかないと駄目だと思いますので，そこら辺はどうなのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 佐藤施設整備課長。 

○施設整備課長（佐藤忠房君） 何とか今年の５月まで，各市町に出していただきまして，その中

から５分の１，もしくは５分の２を決めさせていただいて，令和６年度からの用地取得に向け

て取り組みたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 最後に，将来の最終処分場の整備についてであります。先ほど輪番式で

ということになりますと，１５年過ぎて７５年といったら人口がどうなるのかなとか，全部１

つになるかもしれないですし，心配しているのですけれども，そこら辺も考えていらっしゃっ

て輪番制と言っているのですか。 

○議長（関 武徳君） 金森副管理者。 

○副管理者（金森正彦君） 先ほどから課長が答弁しておりますが，私からも一言お話しさせてい

ただきたいと思います。 

   この問題は，非常に重要な問題でございまして，斎場問題も，これはＡＢＣＤのお話があっ

て，Ｄに決着をした，そういったことがないように，事前に皆さんに，まずは首長さん方に視

察をしていただきました。そして，次は議員さんということで，やはりまずはいいところを見

て，こういうものであれば皆さんがぜひ誘致に取り組もうと，そういった環境をつくってから，

今回の輪番制に持ち込みましたので，ですからそういったことはないというように確信してお

りますので，どうぞ御理解をいただきたいと思います。 
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○議長（関 武徳君） 鎌内つぎ子議員。 

○３番（鎌内つぎ子君） 了解いたしました。 

   終わります。 

○議長（関 武徳君） 次に進みます。 

   ４番横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） ４番横山悦子でございます。通告に従いまして，一般質問をさせていただ

きます。 

   まず初め，ドクターヘリについてであります。 

   医師や看護師を乗せて空を飛び，傷病者のもとへ急行するドクターヘリ。ドクターヘリは，

消防機関などの要請を受け，数分以内に基地病院を離陸し，救急現場に向かいます。交通渋滞

など道路事情に左右されないため，陸路に比べて運送時間を大幅に短縮でき，搬送中の治療も

可能であります。 

   心肺停止などの重症患者を救うには，１分１秒でも早い治療開始が欠かせません。 

   宮城県では，平成２８年１０月２８日から運用開始されました。大崎広域の救急隊員の皆様

方には，日々一刻を争う重症患者様の命を救っていただき，本当に感謝の思いであります。 

   私たちも，県公明党議員全員で運航開始の４日前の１０月２４日，仙台医療圏でドクターヘ

リの公開並びに研修も特別に受けることができました。 

   改めて，ドクターヘリの大崎地域運航状況についてお聞きいたします。 

   次に，どんなとき，またどういう患者さんのときに消防署指令センターからドクターヘリの

運航を依頼するのか。患者様宅や事故現場等から救急車の要請があり，救急車で現場に向かい

ますが，そのときにそのまま医療機関に患者様を搬送するときと，ドクターヘリを要請すると

きの違いはどこにあるのでしょうか，お尋ねいたします。 

   次に，ドクターヘリで傷病者が大崎市民病院に，最近の３月１５日，１６日に搬送されまし

た。運ばれる病院と患者様の救命率についてお聞きいたします。 

   次に，ドクターヘリが運航開始されてから６年５か月経過いたしましたが，地域の様々な状

況から，ランデブーポイントの４０か所の見直しはあるのでありましょうか。もしあるとする

ならば，その代替の土地の状況はいかがでありましょうか，御所見をお伺いいたします。 

   次に，救急車についてであります。救急車の大崎地域出動件数と状況について，新型コロナ

ウイルスの感染力が拡大し４年目となりますが，宮城県では昨年の１１月頃から感染者もさら

に増加し，伊藤管理者もお話しされましたが，宮城県独自のみやぎ医療ひっ迫宣言が出されま

した。医療現場の医師，看護師の皆さんも，本当に３年間大変な思いでありました。治療に当

たっていただき，感謝感謝であります。 

   市民の皆様にとっては，感染者が増加する中，コロナ感染に敏感になりました。高齢に加え，

さらに基礎疾患を持っていると，自分の変調にかなり敏感になり，救急車を呼ぶ人も多かった

と思います。私も１日に何台も救急車と道路で出会いましたが，救急車の大崎地域出動件数と
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状況についての御所見をお伺いいたします。 

   次に，令和４年は救急車の出動件数が過去最高となったようでありますが，お昼時間は十分

取れるのでありましょうか。隊員のトイレに行く時間はどうなのでしょうか。有給は申請すれ

ばもらえるのでしょうか。救急隊員の健康が心配であります。 

   少しコロナ感染も減少しつつありますが，救急隊員の増員，救急車の増車の考えについてお

聞きいたします。 

   次に，ドクターカーについてであります。 

   ドクターカーの必要性と導入のお考えについて，御所見をお伺いいたします。 

   ドクターカーとは，医師らを乗せて救急現場に駆けつけるのがドクターカーであります。ド

クターヘリと比べ，天候や着陸場所の影響を受けにくい長所があります。全国に２５７台，こ

れは１９年度調べですが，医療機関や消防機関が運用しております。仙台市にもドクターカー

がございます。 

   大崎広域でのドクターカーの必要性と導入の考えについての御所見をお伺いいたします。 

   これで１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（関 武徳君） 答弁を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 横山悦子議員から，大綱３点御質問を賜りました。順次お答えしてまい

ります。 

   初めに，大綱１点目のドクターヘリについてでございますが，ドクターヘリの大崎地域の運

航状況でございますが，令和４年中は５６件の要請，そのうち現場活動が４５件，現場の救急

隊員の判断などによるキャンセルが１１件となっております。 

   どのようなときに通信指令センターからドクターヘリの運航を依頼するのかにつきましては，

ドクターヘリは１１９番の受付時や救急隊が現場到着時に緊急に治療を行う必要があると判断

した場合に要請いたします。例えば，脳卒中や心臓発作，交通事故やけがによる大量出血など

がこれに当たります。 

   次に，ドクターヘリで搬送される病院と救命率についてですが，大崎地域で事案が発生した

場合の搬送先は大崎市民病院救命救急センターが第１選択となりますが，搬送患者の容体など

により，ドクターヘリの基地病院である仙台医療センターまたは東北大学病院に搬送する場合

もあります。 

   また，救命率は，救急車で搬送した場合と比較し３０％程度向上すると言われております。 

   次に，平成２８年に宮城県で運航開始してからのランデブーポイントの見直しについてです

が，運航開始当時のランデブーポイントは２１か所となっておりましたが，現在は４０か所に

増設され，逐次，使用可能であるか現況を調査し，常にドクターヘリが安全に着陸できるよう

配慮し，対応しております。 

   今後も，ランデブーポイントの増設も含め，ドクターヘリを有効に活用し，医療機関と連携
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を図りながら，さらなる救命率の向上に努めてまいります。 

   次に，大綱２点目，救急車についてのお尋ねでございますが，大崎地域の救急出動件数と状

況については，令和２年中は８，４２２件，令和３年中は９，１２８件，令和４年中は９，９

２１件と，大崎圏域人口の減少傾向に対し，救急出動件数は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響もあり増加しており，特に令和４年中の救急出動件数は過去最多の件数となってお

ります。 

   次に，職員の増員と救急車の増車の考え方についてでございますが，大崎地域では救急出動

件数の増加とともに，救急搬送困難事案の発生も高い水準となり，これまで以上に救急需要へ

の対策や救急隊員の適正な労務管理が求められているところであります。 

   このことを受け，大崎消防本部では，令和５年４月から，救急需要が増加する日中のみ活動

する救急隊，本部機動救急隊を増設し，試行運転する予定であります。効果としましては，現

場到着時間の短縮，救急隊員の労務軽減が見込まれております。 

   今後も，救急隊員が安全な労務環境の下，圏域住民からの救急要請に対応できるよう取り組

んでまいります。 

   次に，大綱３点目のドクターカーの必要性と導入の考え方についてですが，ドクターカーに

ついては，医療機関が主体となり，設置運用している状況であり，消防本部単独での実施は困

難であると考えております。 

   宮城県内でドクターカーを運用している医療機関は，仙台市立病院と石巻赤十字病院でござ

います。各医療機関が中心となって運用されております。 

   ドクターカーは，医師が救急現場に急行することで，より早い治療が開始されるのが利点で

ありますが，広大な面積を抱える大崎地域におきましては，ドクターヘリを要請した場合のほ

うが，医師が患者に接触するまでの時間が早いことも考えられますので，大崎消防本部といた

しましては，今後もドクターヘリを有効に活用し，緊急の治療を要する患者に対応していきた

いと考えております。 

   今後におきましても，適正な救急業務の遂行に努めてまいります。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 答弁いただきましてありがとうございます。 

   ドクターヘリについては，乗った患者様，また御家族からお聞きしますと，本当に命を救っ

てもらってありがたかったですという，そういう感謝の言葉しか私もお聞きはしません。ドク

ターヘリは，５６件のうち１１件がキャンセルとなっております。夜間はできませんし，天候

も雪とか雨とか，何かそういうときはできないわけですけれども，このキャンセル内容につい

てお尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，お答えいたします。 
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   ドクターヘリのキャンセル件数，その内容につきましては，まず２つのパターンがございま

す。 

   １つは，通報段階で要請基準に合致し，そしてドクターヘリを要請しますが，その時点で不

要になった，要は患者の状態がドクターヘリの要請基準に合致しなくて軽症であったというパ

ターンがあります。もう１つは，現場の救急隊が到着して実際に患者様と接触し各バイタルチ

ェック等をした状況で，それでドクターヘリが不要で緊急の必要がない，むしろ救急車で搬送

したほうがよいといった判断でキャンセルといったパターン，これが主なキャンセル理由とな

っております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） キャンセルの理由もしっかりと，不要となった１件，またバイタルチェッ

クを行った上でのキャンセルということで，しっかりその辺のところをお聞きいたしました。 

   この現場活動で４５件ということで，かなり前に調べましたら，鳴子，それから岩出山，田

尻関係がちょっと多かったように私も記憶しています。そういった中で，どの辺の地域の方が

一番多いのでしょうか，お聞きします。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   議員おただしの令和４年の要請地域の内訳ですが，数字の羅列で恐縮ですが，申し上げます。 

   まず，大崎市にありましては，鹿島台地域で１１件，これが現場活動ありです。それから，

岩出山地域で２件，これも現場活動ありの件数です。鳴子地域では１４件の現場活動を行いま

して，田尻地域では１件となっております。色麻地域では１件の現場活動がありました。加美

町では，小野田地域で５件，宮崎で３件，涌谷町では６件，美里町では南郷地区において２件

の現場活動の実績があります。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 大変詳しく説明いただきました。 

   一番多いのが鳴子で１４件，次に涌谷町も６件で多いのですね。それから，小野田５件，鹿

島台は１１件ですね。鹿島台が多いというのはちょっと意外だと私も思ったのですけれども，

やはり診療科目的には脳神経とか，心肺停止とか，そういった形だと思うのですけれども，ど

ういった形で搬送されたのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，お答えいたします。 

   ドクターヘリの要請件数で５６件という計上がありましたけれども，この中で，まず診療科

目別で実際に受診された方の科目は，外科系で９件，循環器系で２件，内科系で１４件，脳神

経系で５件という搬送実績があります。 
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   また，これらの患者様の搬送先，収容病院につきましては，大崎市民病院が２２件，管外の

搬送ということで，石巻赤十字病院，それから東北大学病院，それから仙台医療センターとい

うことで，これら合わせて８件，トータル３０件となっております。 

   要請件数の５６件に対しまして，ヘリの搬送が３０件ということで，そのうち先ほど申し上

げた救急搬送，いわゆるヘリではなく救急搬送が適しているというのが１５件ありました。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 大変ありがとうございます。 

   それから，ドクターヘリの救命率ですけれども，厚生労働科学研究によりますと，地上での

救急搬送に比べて救命率が３割以上向上していると。社会復帰できる人の割合は約１．５倍に

上がっているという，そういうのが顕著に現れているところでございます。 

   大崎でも約３割ぐらいですか，救命率がアップされたということでございます。時間もあれ

ですので，ランデブーポイントについてお聞きしますけれども，平成２８年度中は２１か所，

現在は４０か所ということで，この４０か所の中で今使えないところは何か所ありますか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） ４０か所中のランデブーポイントのうち，現在使用できない

ポイントは２か所ございます。その２か所の内訳でございますが，使用不能の箇所は漆沢体育

館の空地となっておりますし，もう１か所は王城寺生活センターグラウンド，これが該当して

おります。 

   この使用不能の件に関しましては，現在，ダム建設の資材置場だったり，河川工事用の盛土

をそこに備蓄しているという現状でございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 今２か所が資材置場になって使えないということで，これは各市町で探す

のか，それともこの消防本部で探すのか。大崎市では大崎市で多分提出したと思うのだけれど

も，このように２か所に使えない状況は，これはどこで探すようになっているのですか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   適地候補選定につきましては，基本的には消防本部で行っております。 

   それで，その適地となった場合に関して，そこの土地の所有者，管理者もしくは占有者に対

して，今度はランデブーポイントの使用についてということで承諾の調整を踏まえながら，そ

してランデブーポイントの登録というふうに進めております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） ここのところは，漆沢体育館と王城寺とありますけれども，以前にここか
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らドクターヘリが飛んで利用された経緯はありますか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。今現在持ち合わせるデータの中では，使

用実績はないと思っておりますが，そのデータを精査はしておりませんので，御容赦願いたい

と思います。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） ランデブーポイントを今２か所使用していないわけですけれども，これか

ら消防本部で探すわけですけれども，大体ヘリコプターが止まる広さというと，やはり結構広

いものでございますけれども，その辺で大体面積はどのぐらい必要で，どういった場所が一番

適地になって考えられるのか，その辺についてお尋ねします。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） お答えいたします。 

   まず，一般的にヘリポートの必要な面積というのは，縦掛ける横，１５メーター掛ける１５

メーターというふうに一般的には言われております。 

   さらに，その広さだけではなくて，ヘリコプターのいわゆるアプローチという，進入して着

陸する，そこへの経路，それから今度は離陸して飛行する，そういったアプローチの空間がど

れくらいあるのかというふうな，周りに立木があったり，建物があったり，それから鉄塔，電

線等があれば，いかに１５メートル掛ける１５メートルのヘリポートが，広さが確保できても，

周りの状況がそうであれば適地とは判定できないものでございます。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） いろいろ大変なのだということ，とにかく２か所分，何とかしていただき

たいと思います。 

   それから，ドクターカーについてでありますけれども，古くなった救急車を大崎市民病院に

譲ったというお話を伺いましたけれども，その辺はいかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，お答えいたします。 

   これの経緯につきましては，令和４年３月１０日付で，大崎市民病院管理者様から，救急車

の払下げについて依頼書を受領しております。 

   先ほど質疑でも答弁申し上げたとおり，当消防本部では計画的に救急車の更新整備を行って

おります。その更新後の救急車の有効活用というところで，市民病院様から御依頼があり，こ

ちらで検討したというところで，救急車につきましては，令和４年６月９日に，当組合管理者

と，それから病院管理者との協約を結びまして，救急車譲与契約書というものを取り交わして

おります。その結果，大崎市民病院様へは令和４年９月１日に救急車を譲与しているという経
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過となっております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 令和４年９月１日から，大崎市民病院ということで，これは広域だから聞

けないところなのか，管理者にちょっとお尋ねします。この払下げとなった救急車について，

これは災害用のＤＭＡＴとか，何かそういうような形で利用されるのか。その辺のところは，

もしお分かりなら教えていただきたいと思います。 

○議長（関 武徳君） 日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，私のほうからお答えいたします。 

   今，議員おただしのとおり，大崎市民病院では，現在のところＤＭＡＴ，いわゆる災害医療

チームを搭乗させ，そして災害現場，もしくは救急現場に急行させようとする意図を持って車

両の整備，譲与を受けたというふうにこちらでは解釈しております。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） 横山悦子議員。 

○４番（横山悦子君） 大変ありがとうございました。 

   大崎市はかなり広大な平野でありまして，ドクターヘリを使ったほうがどちらかというと有

効的だという管理者のお話もございましたけれども，やはり今後は，石巻，仙台とありますけ

れども，ドクターカーについて検討していただきながら，ドクターカーについても導入される

よう望むものであります。 

   これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（関 武徳君） 一般質問の途中でありますが，暫時休憩いたします。 

   再開は，３時２０分といたします。 

午後３時０５分 休憩 

──────────────────────────────────────────── 

午後３時１８分 再開 

○議長（関 武徳君） 時間前でありますが，議員皆様おそろいでありますので，再開をしたいと

思います。 

   休憩前に引き続き一般質問を続行いたしますが，先ほどの横山悦子議員に対しまして，ラン

デブーポイントについて，日向消防本部警防課長より再答弁がございますので，お聞き取りを

お願いいたします。 

   日向消防本部警防課長。 

○消防本部警防課長（日向裕昭君） では，お答えいたします。 

   先ほど，使用できない２か所のランデブーポイントに，過去，使用実績があるかといったお

ただしがありまして，こちらで精査してお答えしますという答弁をいたしました。まずもって

漆沢体育館につきましては，平成２９年１０月に交通事故によって７５歳の男性がドクターヘ
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リで搬送という実績がありました。 

   それから，王城寺の生活センターグラウンドにつきましては，令和２年７月に熱傷というと

ころで，２６歳の男性をやはりドクターヘリで搬送した実績がございました。 

   以上，追加させていただきます。どうもすみませんでした。 

   以上です。 

○議長（関 武徳君） それでは，一般質問を続行いたします。 

   次に進みます。 

   １２番久勉議員。 

○１２番（久 勉君） １２番久です。 

   さきに通告しておいた件について，質問させていただきます。 

   斎場使用料の改正についてということですが，現在，管内には５か所の斎場がありますが，

その使用料は維持管理費の半分にも満たない金額で，過去２，３年の数字を見ますと大体２

５％程度であります。その補塡は各市町の負担となっており，それは交付税の措置には該当し

ません。 

   厳しい財政状況の折，受益者負担の原則に立ち返り，改正を前提に検討すべきではないでし

ょうか。 

○議長（関 武徳君） 答弁を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 久勉議員から，斎場使用料の改正について御質問賜りました。お答えし

てまいります。 

   現在の斎場使用料は維持管理費の半分に満たない金額であるので，厳しい財政状況の折，受

益者負担の原則に立ち返り，改正すべきではないかとのおただしでございますが，斎場使用料

については，平成１７年４月の組合統合時に定めた斎場使用料であり，１５歳以上の火葬料金

は１件１万円で，これまで料金改正はしておりません。 

   斎場管理経費の財政状況につきましては，確定している令和３年度で見ますと，５つの斎場

の合計決算額では，歳入で３，４１２万円，歳出では臨時的経費を除く管理経費が１億２，１

８４万円となり，当該年度では８，７７２万円が構成市町負担金で賄われている現状となって

おります。 

   また，令和３年度の火葬件数が３，００５件であることから，火葬１件当たりの管理経費は

約４万円となり，受益者負担割合は約４分の１となっております。 

   宮城県内の斎場運営をしている１５自治体の斎場使用料を見ますと，無料の自治体が３か所，

高額のところで２万円が１か所，その他の大半が本組合と同額の１万円となっております。 

   しかしながら，議員おただしのように，基本的には受益者負担の原則である一方，住民負担

も考慮することが必要でありますことから，料金改正につきましては構成市町の財政状況も考

慮しながら，構成市町と協議し，適正な料金体制を検討してまいります。 



７３ 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 久勉議員。 

○１２番（久 勉君） ただいま令和３年度を聞きましても，約４分の１の負担で，令和５年度の

予算書を見ても使用料で３，３５８万５，０００円，管理経費が１億４，０００万円，約２３．

９％の使用料しか入らない。残りは各市町の負担となっております。１億２，３６６万円が計

上されておりますが，これらはやはり受益者負担に基づき，今の倍額にしても結局１億４，０

００万円までは届かないわけなのですが，本来，受益者負担していただければ，市町の負担は，

子育てであるとか，教育であるとか，そういったほうに使えるお金となります。新斎場もでき

ることですから，その辺を鑑みて今のうちからその改正について検討すべきであると考えます

が，いかがでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 柴岡参事兼業務課長。 

○参事兼業務課長（柴岡雄司君） 斎場使用料金につきましては，先ほど管理者からも答弁させて

いただきましたが，１件当たり，１体当たりの火葬の費用に係る部分の約４分の１くらいの経

費がかかっておるところでございます。 

   今，久議員から，もう少し受益者負担ということでございますが，宮城県の状況について先

ほど管理者からお話ししておりますが，まず無料のところもあるということなのです。組合と

同じ１万円ということもありますので，組合側としては市町の財政状況も鑑みまして，今後，

組合から資料等も提供しながら，斎場の受付をしている担当課とも協議，または財政課とも協

議しながら，この辺，検討してまいりたいと考えております。 

○議長（関 武徳君） 久勉議員。 

○１２番（久 勉君） 終わります。 

○議長（関 武徳君） 次に進みます。 

   ２番佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） それでは，質問通告が多いため，簡潔に私から質問いたしますので，御答

弁もなおさら簡潔にお願いできれば幸いでございます。 

   それでは，以下，大綱８点につきまして，順次質問してまいります。よろしくお願い申し上

げます。 

   １点目，職員人財育成についてでございます。 

   この広域行政におかれましても，社会情勢や職員構成の変化から，新たな課題に創意工夫を

凝らし，従来よりもさらに限られた経営資源，いわゆる人員，予算，時間の中で，必要な情報

を活用しながら，きめ細やかな質の高い公共サービスを着実に実行していく必要があると考え

ますが，その実現には職員のさらなる資質の向上，女性が活躍できる職場環境の整備，働き方

の改革，職員の意識改革が不可欠であります。 

   これからも職務遂行能力と専門性を高める人財育成をどう図っていくお考えなのか，所見を

伺います。この人財育成は，人の財産の人財の育成でございます。 
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   あわせまして，職場におけるハラスメント対策では，全ての職員がハラスメントに関する正

しい知識と具体的な対策等について共通認識を持って職務に取り組むことが重要だと考えます

が，所見を伺います。 

   ２点目，消防行政についてでございます。 

   今次定例会でも，消防ポンプ車，高規格救急自動車及び資器材等の予算が議決されたところ

でございますが，消防における備品購入は，圏域住民の安全や救命措置を担保するため大変重

要なものでございます。計画的かつ必要十分に，この消防資器材の更新並びに整備計画の進捗

が図られているのか，お尋ねいたします。 

   また，火災現場におきまして，延焼を食い止める，かつ早期火災処理に当たるために，各地

域の事業者と災害協定などを交わし，重機を使用して火災処理を行うことも必要ではないかと

考えますが，所見を伺います。 

   消防関係では最後になりますが，昨今の報道でも，春の高校バレーで全国優勝を果たした古

川学園高校女子バレー部の選手が，２月１５日に一日消防署長に任命されたことや，昨年１１

月には秋の火災予防運動前に，大崎市消防団に所属する学生消防団，女性消防団と連携して，

古川地域中心部で啓発活動を実施したことなどが紹介されたことは，火災の予防啓発にも大き

な効果があると考えるものでございます。 

   この火災予防をはじめ，防災そして減災の観点からも，定期的な広報や消防行政の活動ＰＲ

を積極的に図っていくべきと考えますが，所見を伺います。 

   ３点目，成年後見制度についてでございます。 

   全国的にも，知的障害のある方の成年後見だけではなく，広域行政として成年後見センター

などを設置し，成年後見の申立てや市民後見人の養成等の活動を行っている事例が増えてまい

りましたが，１市４町における取組として，事業創設するお考えはないのか，お尋ねいたしま

す。 

   ４点目，環境衛生についてでございます。 

   資源物活用として，資源出ストポイント事業や大崎広域再生工房等を実施されているところ

でございますが，リサイクルへの理解，啓発の観点からも，今後の事業展開について伺うもの

であります。 

   ５点目，斎場管理運営についてでございます。 

   本日の定例会でも，大崎広域新斎場整備運営事業の設計，建設工事における工事請負契約議

案を議決したところでございますが，この新斎場が運営を開始されます令和８年４月１日まで

は，特に広域東南部地域において，既存の松山並びに涌谷斎場を引き続き利用することとなり

ます。 

   このうち，涌谷斎場は控室が増築整備され，この令和５年４月１日から利用ができると報告

も受けましたが，松山斎場利用におきまして，この間，問題なく使用するための補修，修繕等

への考えと，新斎場に移行することなどを周辺住民皆様に広報周知する内容や時期についてお
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聞きいたします。 

   ６点目，大崎生涯学習センターについてでございます。 

   本年８月に開館２５周年を迎え，大崎圏域住民の生涯学習活動にはなくてはならない施設で，

その役割を果たされております。特に，プラネタリウム事業をはじめ，各種講座やワークショ

ップに加え，本年は新型コロナ禍による活動制限が落ち着く見込みであることから，イベント

や事業を以前同様に実施いただけることに期待するとともに，なお圏域住民皆様がさらなる生

涯学習活動に生かせるような取組への考えについてお聞きするものでございます。 

   ７点目，広域行政の広報についてでございます。 

   広域のウェブサイトでは，情報提供としての各種資料の掲載や報告は十分に果たされている

と考えてはございますが，デザイン，構成に加え，現行のスマホ，タブレット端末にも対応さ

れたウェブサイトにリニューアルされるお考えはないのか，お尋ねいたします。 

   最後になりますが，８点目，監査事務についてでございます。 

   広域における監査等の結果及び措置状況通知等の公表状況は，積極的に公表すべきと思いま

すが，先ほどのウェブ等でも手軽に確認できるように掲載する，あるいは公開するお考えはな

いのか，お尋ねいたしまして，１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（関 武徳君） 答弁を求めます。 

   伊藤管理者。 

○管理者（伊藤康志君） 佐藤弘樹議員から，大綱８点御質問賜りました。私と教育長，監査委員

から，それぞれお答えしてまいります。 

   私から，まず大綱１点目，職員人財育成についてでございますが，議員からは職務遂行能力

と専門性を高める人財育成策として，富谷の研修所以外の研修会や講演会などを実施している

のかというおただしをいただき，現状説明をさせていただきます。 

   まず，消防部門としては，採用後すぐに専門的な知識技能を身につけるために宮城県消防学

校に入校することが必須となっており，各課程が終了した後に，様々な部門に配属となります

が，その後，各種災害対策活動の対応力向上を目的とした訓練や研修はもとより，実災害活動

を通して職員の育成を図っております。また，勤務内容，さらには個々人の特性に応じて，消

防大学校などで，指揮隊長研修や特殊火災災害研修などにも，これまで多くの職員を派遣して

まいりました。 

   事務局部門では，ごみ処理施設技術管理士，破砕施設技術管理士，各種機械の操縦等の資格

取得を業務の一環として個々の職員に対し支援を行っていくとともに，ほなみ園でも各種専門

研修へ積極的に職員を派遣して，人財育成に努めているところであります。また，内部研修と

して，契約事務研修会やパワーポイントを使用したプレゼン研修会，プラネタリウム投影業務

に従事するための研修会などを行っております。 

   さらに，職員の人事交流も積極的に実施しており，現在，環境省，総務省消防庁，宮城県，

仙台市消防局，大崎市に職員を派遣しているところであります。人事交流は双方にとってよい
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効果を与えていることにもなり，その知識と経験は周りの職員にも波及しております。 

   このように，本組合では，様々な手法を用いて職員の人財育成を図り，最終的には本組合の

組織力と圏域の皆様への公共の福祉の向上を図るために日々取り組んでいるところであります。 

   次に，ハラスメント対策については，部下との関係性について考えるをテーマに，係長以上

の職員を対象として研修会を実施するとともに，ハラスメントに起因したメンタルの不調に対

する研修会として，メンタルヘルス不調の早期発見と予防対策をテーマに研修会などを開催し

ております。 

   また，消防部局においては，総務省消防庁主催のハラスメント等相談窓口研修をオンライン

で受講し，さらには東北自治研修所で実施しているハラスメント防止指導者養成研修に職員を

派遣し，ハラスメントの該当基準や対策などについて，組織としての見識を深めているところ

であります。 

   今後につきましても，引き続き，ハラスメントについては決してあってはならないことであ

りますので，組織を挙げてしっかり取り組んでまいります。 

   次に，大綱２点目の消防行政についてでございますが，初めに消防資器材の更新並びに整備

計画進捗状況でございますが，消防資器材の更新は火災対応をはじめ近年多発する豪雨災害や

地震災害などに効果的に対応するため，救命ボートなどの資器材を整備し，災害対応に万全の

体制で臨めるよう，消防本部車両長期整備計画に合わせて更新整備を行っております。 

   火災現場における重機使用と事業者災害協定についてですが，火災現場においては重量物の

移動，排除などで重機が必要となる場合がございます。重機が必要となる場合では，まず火災

の関係者である所有者などに協力を要請するほかに，市町の地元消防団にも協力を依頼してい

る状況であります。 

   他の消防本部の事業者災害協定の状況は，幾つか把握しているところでございますが，大崎

消防本部では除雪用ホイールローダーと中型水陸両用車を運ぶための大型搬送車を保有してお

りますことから，今後はこれらの車両を必要とする現場に出動させ，消火活動の効率性を高め

るようにしていますので，現段階では重機使用に関する災害協定の締結は想定しておりません。 

   今後も，火災の早期鎮圧に資するような関係者，市町及び地元消防団との連携協力を図りな

がら，災害対応を図ってまいります。 

   古川消防署における災害予防啓発活動の成果と消防行政の活動ＰＲについてでございますが，

大崎消防本部の火災予防啓発活動の取組としては，春の火災予防運動期間に防災行政無線を活

用した管内小学生による火の用心の呼びかけ，郵便局やヤクルトレディーと連携した火災予防

広報などを行い，大崎圏域に展開する広報活動を実施しているところであります。 

   また，議員からも御紹介がありましたように，古川消防署では，春の火災予防運動に先立ち，

第７５回全日本バレーボール高等学校選手権大会において優勝した古川学園高等学校女子バレ

ーボール部の選手２名に一日消防署長として御活躍もいただきました。知名度や話題性を生か

し，大崎圏域の無火災を呼びかけたところ，宮城県内の民放テレビや新聞紙面，ＳＮＳなどで
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取り上げられ，宮城県全体に向けた絶大な発信力となり，３月１日から７日までの火災予防運

動期間中，大崎圏域では無火災の成果を上げることにもつながりました。 

   また，消防団を所管する大崎市に依頼して，学生消防団の協力を得て，小規模飲食店への消

火器や住宅用火災警報器の設置及び点検などの広報活動を実施したところであります。 

   今後も，職員の創意工夫や新しいアイデアによる圏域住民に火災予防を展開し，地域の情報

や話題性を取り入れながら，啓発効果を高めるため報道機関とタイアップするＰＲ活動を行い，

日頃から安全安心を提供する火災予防普及啓発活動を推進してまいります。 

   次に，大綱３点目の成年後見制度の支援についてでございますが，成年後見制度につきまし

ては，認知症や知的障害，精神障害などの理由で物事を判断する能力が不十分な人の財産や権

利を守るための制度であります。 

   議員も御視察されたようでありますが，北しりべし成年後見センターにつきましては，小樽

市をはじめ周辺の５町村から委託を受け，小樽市社会福祉協議会が成年後見センターを設立し，

運営しているようであります。 

   このように全国的に広域的に成年後見センターを設置している事例もございますが，広域行

政などの一部事務組合として，成年後見センターを設置している事例は確認できませんでした。 

   現在，本組合を構成する自治体では，市町単位で相談の窓口を開設しており，高齢者につい

ては地域包括センターや福祉担当課などが窓口となって対応しており，共同事務の必要性につ

いては，現段階では特段感じていないとのことでございました。 

   今後，構成自治体で，このような業務を広域の共同事務として必要だとなれば，本組合でも

事務所掌に加えるかを検討してまいりたいと考えております。 

   次に，大綱４点目の環境衛生についてでございますが，資源物活用として組合独自事業を実

施しているが，その効果と今後の展開についてのお尋ねでございますが，本組合では大きく２

つの事業に取り組んでおります。 

   １つは，資源の再利用を目的とした大崎広域再生工房を実施しております。リサイクルセン

ターや焼却施設に搬入されたものの中から，再生可能な家具などをピックアップし，簡易補修，

清掃を行い，必要な人へ引き渡し再利用していただいております。これまで年１回開催してお

りましたが，令和４年度には年３回開催し，再生品の展示数も１５０点，引渡し数も１１４点

まで増加しているところであります。今後も，年３回開催し，１回の展示数５０点を目標に，

圏域内の循環型社会の推進に取り組んでまいります。 

   啓発事業としての２つの事業を実施しております。 

   その１つが，生ごみをリサイクルする段ボールコンポスト事業であります。校外学習で施設

見学に訪れた小学４年生や出前講座で，段ボールを使った生ごみのリサイクル方法を職員が実

演し，段ボールコンポストに必要な材料を提供しております。今後は，コロナ禍で受入れを停

止していた施設見学も再開予定であることから，生ごみ減量のさらなる啓発に取り組んでまい

ります。 
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   もう１つは，昨年１１月の補正予算でお認めいただいた資源出ストポイント事業であります。

この事業は，環境省の補助事業であり，食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業

を活用して３年間の事業となります。缶，ペットボトル，携帯電話やノートパソコンなどを直

接持ち込んだ圏域住民の方が，スマートフォン専用アプリによりＱＲコードを読み込むことで，

１日１回１ポイントが付与されます。１０ポイントためることで，プラスチック製容器包装専

用袋３０枚入り１袋を交換できる仕組みでございます。この事業は，本年２月２７日から開始

され，３月１７日現在，７５件のアプリ登録があり，５３件のポイントを付与しております。 

   今後は，圏域住民皆様の資源循環に対する意識向上を目的とし，さらなる普及啓発を行い，

ごみ排出量の削減，温室効果ガス排出量削減，ひいてはごみ処理経費の抑制に努めてまいりま

す。継続は力ということもありますように，今後も調査検証し，事業の見直しを行いながら，

継続しながら事業に取り組んでまいります。 

   大綱５点目の斎場管理運営についてでございますが，涌谷斎場の増築整備に伴い，松山斎場

利用における役割についての考え方についてのお尋ねでございますが，令和３年５月１４日に

開催された議員全員協議会においても既に御説明申し上げておりますが，令和３年３月に定め

た新斎場整備基本計画では，大崎管内を東西の２つのエリアに分けて整備することとし，東部

エリアを古川・松山・涌谷斎場，西部エリアを加美・玉造斎場と定めております。 

   その中で，涌谷斎場については，令和８年３月で廃止となる松山斎場の激変緩和措置として，

控室の増築工事を実施し，また長寿命化対策をすることで，松山斎場を利用していた地域の受

皿としての役割を担うこととしております。 

   なお，今後の斎場整備計画につきましては，当初の予定では令和１１年度に斎場全体の基本

計画の策定をすることとしておりましたが，議会からなどの御助言などもいただいております

ことから，１年前倒しとなる令和１０年度に，圏域の人口や新斎場を含む各斎場の利用状況を

踏まえ，圏域全体としての計画を見直すことにしております。 

   涌谷斎場控室増築工事につきましては，令和５年１月３１日に竣工しており，現在，備品等

を設置し，４月１日からの運用に向けて準備を進めております。 

   なお，松山斎場の廃止までの管理運営につきましては，引き続きこれまで同様に予防保全を

前提とした火葬炉等の維持管理に努めてまいります。 

   松山斎場廃止に向けた住民への周知につきましては，令和４年６月３日開催の議会において，

佐藤議員からも同様のお尋ねがございました。周知の方法につきましては，３つの方法を計画

しております。 

   １つは，新斎場建設の事業者が決まりましたことから，各斎場に新斎場建設の概要並びに松

山斎場の廃止について，令和５年の夏頃をめどに掲示する予定としております。 

   ２つ目のステップといたしましては，組合広報や組合ウェブサイト，構成市町広報などで周

知を行っております。 

   ３つ目といたしましては，松山斎場を利用している松山地域，鹿島台地域，美里町，また利
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用者が増加すると見込まれている涌谷斎場の地元である涌谷町については，構成市町と相談し

ながら令和６年度に区長会などに出向き，周知してまいりたいと考えております。 

   私からの最後は，大綱７点目の広域行政広報のウェブサイトリニューアルについてでござい

ますが，現在の本組合事務局のウェブサイトは，平成１９年２月にリニューアルを行い，公開

したものであります。それから１６年がたちましたが，その間にリニューアルを行ったことは

ございません。 

   議員おただしのとおり，本組合のウェブサイトは，機能面においては用が足りているもので

ございますが，デザインが古めかしく見づらい構成となっていることは否めないと認識してお

ります。 

   また，ウェブサイトのページ編集につきましては，職員が編集専用のソフトウエアを使用し，

ページの編集を行っておりますが，ページをリニューアルするなどの大幅な編集には専門技術

を必要とするため，職員で行うことが実質的に困難となっております。 

   ウェブサイトのリニューアルにつきましては，以前，佐藤議員が広域議員として在職してお

られたときにも同様の御質問を頂戴しております。そして，これまで何度か検討した経緯がご

ざいましたが，業者への委託となった場合，更新に関わる費用が高額となり，市町への財政負

担が大きくなることから，リニューアルを断念してきた経過もございます。 

   今回，改めての御指摘をいただいておりますので，ぜひ御指導いただきたいと思っておりま

すが，ウェブサイトリニューアルに向けて検討を重ねてまいりたいと思います。その際，当然，

市町への財政負担のことも考慮して検討させていただきます。 

   私からは以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 熊野教育長。 

○教育長（熊野充利君） 私からは，大綱６点目のコロナ禍による制約が緩和される中で大崎生涯

学習センターの利用率向上に向けた具体的な取組についてお答えをいたします。 

   初めに，コロナ禍による制約が緩和される前の施設の利用状況について申し上げます。 

   新型コロナウイルスが国内で初めて確認された令和元年度以降のプラネタリウム館の利用者

数につきましては，コロナ感染症の影響を受ける前の平成３０年度の利用者数を１００とした

場合，令和２年度で５３まで落ち込んだものの，令和３年度で７４，令和４年度２月末現在で

９０まで回復してまいりました。 

   また，施設貸館の利用件数につきましても，同様に平成３０年度利用件数を１００とした場

合，令和２年度で４７まで落ち込んだものの，令和３年度で７１，令和４年度２月末現在では

８６までに回復をしており，着実にコロナ禍前の水準に戻りつつあります。 

   一方，自主事業の参加状況につきましては，対象範囲や人数の制限を行いながら事業を実施

したため，平成３０年度の人数の６割程度にとどまっております。本年３月１３日以降，マス

クの着用は個人の主体的な選択を尊重し，個人の判断に委ねることが基本とされ，これにより

社会経済活動の本格再開への一歩を踏み出したところであります。 
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   大崎生涯学習センターにおいても，基本的な感染症対策は継続しつつ，状況を見極めながら，

事業の定員をコロナ禍前の水準まで戻すとともに，参加者相互の触れ合いや人と人との結びつ

きを深める活動を積極的に促すことで，施設利用者や事業参加者がさらに増えるものと期待し

ているところであります。 

   なお，プラネタリウム事業においては，令和３年度から，プラネタリウム番組選定に当たり，

いわゆる公募型プロポーザル方式を採用し，限られた予算でより集客力の高い番組選定に努め

ております。プロポーザル方式の導入により，月の石展などの付帯イベントや特別番組の上映

提案があり，事業の充実に結びついております。 

   コロナ禍後も，このような努力と工夫を継続し，さらなる集客の向上を図ってまいります。 

   また，令和５年度からは，プラネタリウム館及びゆめっこパスポートのＰＲ看板を，圏域住

民の目につきやすいごみ収集運搬車両を広告媒体として，当該車両の両側面に張りつけて広報

を行う予定としております。当該車両は大崎圏域内をくまなく走行するため，住民が目にする

機会が増えることで事業の認知度が高まり，プラネタリウムの利用者の増に確実につながるも

のと考えております。 

   この３年間に及ぶコロナ禍によって，参加者数，利用者数は大きく落ち込んだものの，先ほ

ども申し上げましたとおり，プロポーザル方式の導入によるプラネタリウム番組の充実，各種

事業の創意工夫や広報活動など集客努力を重ねることによって，コロナ禍の影響を最小限に抑

えることができたと考えております。 

   引き続き，これまでの取組を継続し，施設利用者の利用率がＶ字回復を遂げるよう，より発

信力を高めながら取り組んでまいります。 

   私からは以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐々木監査委員。 

○監査委員（佐々木富夫君） 最後に，私からは大綱８点目，監査事務についてお答えをいたしま

す。 

   初めに，監査等の結果の公表についてでありますが，大崎地域広域行政事務組合の監査につ

きましては，大崎地域広域行政事務組合監査委員条例第４条及び大崎地域広域行政事務組合監

査基準第１３条の規定により，毎年度，年間監査計画を定めて実施をしているところでありま

す。 

   この年間監査計画に基づき，定期監査や定期監査に併せて行う行政監査，財政援助団体等に

対する監査を実施し，その監査の結果につきましては，地方自治法第１９９条第９項及び組合

監査委員条例第４条の規定により，組合庁舎掲示場への掲示と監査委員事務局内に配架をして

公表しております。 

   なお，ウェブサイトへの掲載は，現在のところ行っておりません。 

   令和４年度の監査結果の公表期間につきましては，令和５年２月１日から１か月間でありま

す。 
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   次に，措置状況通知等の公表についてでありますが，地方自治法第１９９条第１項，第２項

及び第４項の規定に基づき，組合監査基準により実施をした監査において，特に改善を要する

ものとして，指摘事項とされたものについて，同条第１４項及び組合監査結果取扱要領の規定

により，２か月以内の措置状況の報告を求めております。 

   令和４年度の措置状況につきましては，２月１日に指摘事項の通知を行い，今月３月１６日

までに措置状況の報告が行われました。また，措置状況の公表につきましても，監査結果の報

告と同様に，組合庁舎掲示場及び監査委員事務室において３月２０日から実施しておりますが，

ウェブサイトへの掲載は行っておりません。 

   今後も，組合の財務に関する事務及び一般事務の執行が，関係法令等にのっとり適正かつ効

率的に行われているかを主眼として監査に努めてまいります。 

   私からは以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） それでは，私から，残時間を考えながら再質問させていただきたいと思っ

てございます。 

   今，前段，執行部から丁寧な答弁を頂戴しました。大変感謝したいと思ってございます。 

   活動の紹介や取組の事例の紹介等々もあったわけでございますが，新型コロナ禍におきまし

て，本当に広域の職員の方々，一致団結されて取り組まれているという部分に関しましても理

解ができる部分でございましたので，改めて敬意を表したいと思ってございます。 

   それでは，再質問させてもらいます。 

   まずは，一番大事な職員人財育成でございます。財産の人財でございます。やはりこれは，

今後の広域の課題，あるいは社会情勢を捉えましても，一人一人がきちっとそれを考え遂行で

きる能力を持つ職員像というのは，各基礎自治体でもそういった方針等々が策定されているか

と思ってございますが，まずもって広域では人財育成，そういった作成方針，そういったもの

はあるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） お答えいたします。 

   方針という正式な成果品については，事務局部局については作っておらないというのが事実

でございます。 

   消防部局については，板垣総務課長から。 

○議長（関 武徳君） 板垣消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（板垣英明君） お答えいたします。 

   消防本部につきましては，毎年，消防職員研修計画というものを定めまして，それぞれの一

般研修，学校研修，あとは派遣研修という部分のくくりをつくりまして，それで職員に周知し

ながら研修をしているという状況でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 
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○２番（佐藤弘樹君） いわゆる方針はないのですが，そういったことは努力を，対策あるいは協

議をしてきているのだというふうなことでございます。 

   やはりこの人財育成という部分では，基礎自治体の場合には，総務，民生，産業，建設等々

の所管やいろいろな機関等々もございますから，あちこちやるのです。ところが，広域という

のは，割と決められたその受託事務といいましょうか，事務扱いなものですから，ある程度，

その中で皆さんが多分人事異動で回っていく。そうした場合に，やはり皆さん方の意欲ですと

か，いろいろその仕事に対する取組方というものがだんだんマンネリになりませんか。あるい

は，いろんな関係が，だんだん硬直化というのでしょうか，してきませんか。課題等々ももち

ろんあるかと思います。 

   そういったことを含めまして，若い方が伸び伸びと，やはり意欲的に仕事をし続けられる環

境づくりというのは，消防本部においても，もちろん一般行政にしても，大事な話でございま

すので，その辺については引き続き取り組んでいただきたいと思ってございます。 

   また，ハラスメントの後段の部分でございますけれども，たまたま最上広域市町村圏事務組

合の資料を見ましたらば，そちらのハラスメント防止に関する指針というのがあるのです。は

っきり指針で明記されているのです。こちらのほうの研修とか，そういったこともやっている

ようなのですが，いわゆる重大な人権侵害でありますハラスメントというものに対しまして，

分かりやすくこういった指針等々のレジュメをつくられまして，パンフレットを作られまして，

職員同士で情報交換ですとか，あるいは上司部下関係なく働く場ということに対して，市民か

らの信頼を失ったりとか，最悪懲戒免職，あるいは自分自身の居場所を失わないようにこうい

った取組をしているということでございます。 

   私も，大崎広域におかれましても，やはり昨今のいろいろな情勢がございますから，ハラス

メント防止等に関する指針というものは策定されて，必ず１年間に１回，２回以上は，複数回

以上はこういったことに対する職員全体で，消防本部，広域行政含めまして，皆さん方で情報

を共有していくのだということも極めて大事かと思ってございますが，その点いかがでしょう

か。 

○議長（関 武徳君） 藤島事務局長。 

○事務局長兼総務課長（藤島善光君） 議員おっしゃるように，そういった指針というものの必要

性につきまして，改めて認識をさせていただきました。 

   そういった指針がなくても，横山悦子議員とかにもお答えいたしましたけれども，研修等を

行ってきているのですけれども，今後，広域として，あってはならないハラスメント，そうい

った対策に向けた指針の策定をすることを検討してまいりたいと考えてございます。（「消

防」の声あり）今，全体の。（「全体に関してね」の声あり） 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 了解いたしました。 

   いわゆる非常に微妙なところもあるのです。その話し方，受け止め方という中においては，
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それ以外の人間関係ということも前提としてはあるかもしれません。一概にという部分は，皆

様，特にこの議場に出席される方々は思うかも分からないのですが，やはり，その受け止め方

というのは，やはり若い方々というのはちょっと今までと違う傾向もあるかも分かりませんか

ら，指針とか方針等々で情報共有することによりまして，どれがハラスメントに当たるか当た

らないのか。その本人が気づかずに重大なやっぱり精神的なものに対して，重荷，負荷をかけ

ている可能性もありますので，その点を十分考慮いただきたいと思ってございます。特にその

消防本部の場合には，女性消防士の方々も活躍，活動されていらっしゃるということもござい

ます。先ほどの鳴子消防署の件でも女性の方々が勤務しやすい環境構築も含めて今回の当初予

算ということを聞かせてもらったわけなのですが，それも十分に踏まえて取り組んでいただき

たいと思うのです。職場のそういった人間関係ですとか，あるいはハラスメント対策ですとか，

人財育成ですとか，連動しているのですよね。 

   特に，消防の場合に関しては，いわゆる一般的な行政執務者ではありませんから，やはり専

門職の方々が集まっての社会，世界となってございますから，ある意味オフラインの中で皆さ

ん方ずっと仕事をしていかなくてはならない。やはり，十分その辺が，気心を知りながらも，

だからといってあまりおせっかいにならないような指導をし，なおかつ日頃の業務に関しては，

あるときには厳しく接する，やるときにはきちんとお話を，お互いに確認をしていくというこ

との積み重ねというのが大事なのかなと思うのです。 

   せっかくなったことに対して，やっぱり今まで先輩方，いろんなことがあるかもしれません

けれども，若い方々を育てていきましょう。育てるというのは，いろいろな育て方があります。

今はコツが要ります。セクハラもあります。パワハラもございます。ハラスメントもございま

す。いろんなことが大変かも分かりません。でも，その若い方々は何を求めていて，一緒にこ

の消防をやっていく仲間としまして，ＷＢＣの栗山監督ではなかったのですけれども，いいボ

スというのは，そういったところで，みんなでワンチームで取り組んでいくのだということに

対して，消防長，せっかく本日出席されておりまして，まだ発言が一言もないところでござい

ますから，消防行政のトップといたしましては，その辺全体で，人財育成とパワハラと，ハラ

スメント，あと消防の若い方々を含めた，女性も含めた人財育成の観点から，どのように考え

ていらっしゃってきたのか，その辺のことをお伺いしたいと思ってございます。 

○議長（関 武徳君） 櫻井消防長。 

○消防本部消防長（櫻井俊文君） 貴重なお時間をいただきまして，発言の機会を与えていただき

ましてありがとうございます。 

   残時間も考慮しながらということでございますけれども，今，ハラスメントということで，

議員皆様には建設的なおただしであったり，提案であったりということで，まずはハードです。

庁舎の整備については，今年度補正で三本木，あるいは来年度以降，実施設計ということで鳴

子消防庁舎の整備が進みます。あるいは，その車両であったり，無線機であったりということ

で，車両装備も充実してまいります。 
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   今年度当初から私がお話ししてきたのは，こういった議会の皆様の応援もいただいて，ハー

ド面は整備されると。これからは，やはり職員個々が自分を磨く，そして組織を磨くというこ

とをぜひこれから頑張ってやっていこうということでございます。 

   今年度，結果的に，昨年１１月３０日にはハラスメントで懲戒処分を発令いたしました。そ

ういった事実を踏まえまして，これが最初で最後のハラスメントになってほしいということで，

そういう思いも含めてアンケート調査等を実施したわけでございます。 

   こういう中では，まずはその窓口の見直しであったり，定期的なアンケートであったり，や

はり意思表示，組織としての意思表示をやっていこうということで，さっきお披瀝ありました

最上での意思表示等，来年度においては年度当初から，消防本部として，それは意思表示とし

て，絶対ないようにというようなことで，年度を通してやっていくはずでございますので，そ

ういったところも含めて，これからの人財，財力ということで，財産ということでの人財育成

を個々から磨いていこう，そしてひいては組織磨きに結びつけていこうという思いでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） いい答弁だったと思ってございます。磨いていく，組織磨き，個々を磨い

ていくということは，私もしかと承ったところでございましたので，今後ともそういった方針

で消防全体として業務に当たっていただければと思ってございます。 

   そして，次の消防行政についてでございますが，私も報道等々で，新聞も含めて，テレビも

含めてなのですが，非常にすばらしいなと思っているのが，いつもこの古川消防署を舞台にし

まして，古川学園の生徒，バレー部の方々ですとか，あるいはそういった女性の消防団の方々

ですとか，学生消防団ですとか，報道されているということも，非常に私は消防行政の大きな

ＰＲになっていると考えてございます。先ほど，エレベーターの脇にも「消防女士」というポ

スターなんかがありまして，非常にやっぱり見る方々に対して伝えるのが非常に直感的で分か

りやすいものになっていまして，これも全体の消防行政に対する広報，ＰＲにつながるのかと

思うのです。 

   たまたま質疑に書かせてもらいましたが，古川消防署というのはマスコミ等々で名前が出て

くることも多くて，本日出席されてございます浅沼古川消防署長などは，以前も議会のほうで

少し答弁をいただいたのですが，かなり個人的にもいろんな技を持ってらっしゃいまして，い

ろんな材料等々で動画を作ったりですとか，いろんなことを非常にやられてきたというような

答弁もあったように記憶してございますけれども，そういった消防として，お金がかからずも

知恵，工夫を使って救急や消防関係の広報啓発をしていくということは極めて大事かと思って

ございますが，せっかくですから浅沼古川消防署長，何か今後そういった展開を考えているこ

とというのは，消防としてもあるのでしょうか。 

○議長（関 武徳君） 浅沼参事兼古川消防署長。 
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○参事兼古川消防署長（浅沼卓也君） 毎度御指名いただきありがとうございます。 

   本来であれば，所管課，予防課というところでございますが，私のほうからお答えさせてい

ただきます。 

   先ほど来，議員のほうからもウェブサイトのリニューアルとか，そういったものがあるので

すが，私も全然その辺については，興味はあるほうだと。ただ，こちらも予算ということもあ

りますので，なかなかそこまでいけなくて，ただ工夫しながらみんなでいいウェブサイトを作

っていこうじゃないかというのが発足で，私も３０代，事務局に出向した頃，初めて広域のホ

ームページを作らせていただきました。そこからスタートしているということで，非常に今，

いいようなウェブサイトになっているというようなことでございます。消防本部のウェブサイ

トは，私のほうが中心になって作らせていただいているということもございますので，その辺

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

   ただ，やはりかなり古いというところはもう分かりますので，今後はやはりスマホとか，そ

ういったような時代になっておりますので，そこにリンクしたようなことで少し考えていかな

ければならないなと，そんなふうに思っています。 

   せっかくですから，冒頭，施政方針，それから管理者答弁にもございました春の火災予防運

動ＰＲということで，古川学園一日署長，非常に報道効果，話題性も相まって，県内から大き

な反響がありまして，特に２月，３月というのは全国的に火災が多いのですけれども，古川管

内，大崎管内はほとんどありませんでした。やっぱりこういったものというのが，今後もあり

ますとおり，無火災はチームワークからというポスターのうたい文句もありますので，今後も

ＰＲには非常に大きく関わるのかなと思っています。 

   さらに，啓発にも，話題にも上がっております，昨年４月，大崎市で機能別消防団，条例制

定がございまして，内海大崎市消防団長から，学生消防団員への辞令交付が始まった宮城短大

の１４名，消防署と学生消防団の一体のＰＲということで，今後も継続的に効果的な啓発につ

ながっていくというもので期待しているところでございます。 

   この１年，私も古川署長として勤務させていただいて思うのは，やはり我々，コミュニティ

ーとのつながりと。この頃，大分コロナでコミュニティーとの関係が疎遠になってくる。これ

は消防団なり，それから婦人防火クラブなり，私たちはこの人たちと手をつないでいかないと，

大きな災害があった場合にはやはり共助というところがございます。我々だけでは，マンパワ

ーだけでは，なかなか限界があるということで，この方々としっかり常に手をつないでやって

いかなければならないというのが今ありますので，大分，消防団，それから婦人防火クラブは

今担い手不足というところもうたわれております。その辺，今後，先人が築いた伝統，そうい

ったものの歴史を守りながら，私たちも災害の基本であります，例えば自主防災訓練，それか

ら消防団訓練の基本訓練，これについては部隊訓練でありますとか，ポンプ操法訓練というの

もございますので，これを伝えＰＲしていくのは我々の仕事ではないのかなと，そんなふうに

思っております。私自身いろいろ支えられた消防人生でございました。関わり合った多くの皆
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さん，議員の皆様の地域に対する熱い思いに感謝を申し上げまして，答弁とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） 丁寧に，大変感謝申し上げたいと思ってございます。今，私のほうで再質

問させていただいたこと以外も含めて，消防行政全体の今後の方向性，やる気，あるいは考え

方ということも全部補完してもらいました。 

   消防長にしても，自分を磨くのだ，そして磨いていくのだという話，そして今の答弁，そし

て今，浅沼署長からも，今いろんな地域の方との連動も含めてやっていくのだという話ですね。

まさしくそういったワンチームでやっていきながらも，もちろん先ほどもいろんなハラスメン

トはございますけれども，やはり消防行政というのはワンチーム，そして地域の方々のため，

もともと自分がやっぱり使命感で燃えた若い頃のことを考えながら一人一人に指導に当たって

いただければと思ってございます。 

   まだまだ時間がございますから，次に移らせてもらいます。 

   それでは続きまして，まず環境衛生につきましてでございますが，大崎広域再生工房，私も

やっていることは分かっておりましたが，この間，抽せんが終わった後に伺わせてもらいまし

た。大変すばらしい事業かと思ってございます。 

   今後も本当に定例化していただいて，どんどんこういったリサイクル関係の還元を，もし業

務の負担にならなければやっていただきたいと思ってございます。非常にきれいなものがたく

さん置かれてございましたので，やはりもったいない，そのもったいないという精神からも，

ぜひリサイクルに関しましては皆さん方のほうに還元いただきたい。 

   それで，２回ともつかない場合には差し上げますというふうな何か取組内容になっているよ

うでございまして，この分，今後ずっとこれを延ばしていただければ，リサイクルという観点

での関心も大いに伸びるのではないかと思ってございますが，その点，簡潔にいかがですか。 

○議長（関 武徳君） 柴岡参事兼業務課長。 

○参事兼業務課長（柴岡雄司君） 答弁でも申しましたが，継続は力なりということがありますの

で，継続してまいりたいと思っております。 

○議長（関 武徳君） 佐藤弘樹議員。 

○２番（佐藤弘樹君） まさしくそのとおりでございます。２回を３回，４回できるように，大変

なところもあるかと思うのですけれども，私はすばらしいなと思っている事業でございました。

はっきり見させていただきまして，話を伺わせてもらいました。大変お世話になりました。 

   次に移ります。 

   大崎広域のウェブサイトなのですね。ウェブサイト，了解しました。 

   運営委託，私も考えていません。ソフトウエアそのものが古いかも分かりませんから，いろ

んなソフトウエアもございますから，今スマートフォンとかタブレットでもって少しそちらの

ほうも対応されたソフトウエアもございますので，少し見せ方や見方の作り変えというのは必
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要だろうと思ってございます。 

   まさか私，ここで作られたものを皆さん方が全部更新されて，繰り返して今まで１６年間来

たのだなということで非常にびっくりしたところでございましたけれども，ソフトウエアその

ものの更新であれば，運営や委託をしなくてもできるということもございますから，今後とも

その調査，研究，検討という部分で，私もアドバイスができる部分があればしたいなと思って

ございます。 

   この件につきましては，再質問はなしにさせていただいて，最後になりますが，監査事務に

ついてでございます。 

   先ほど，監査委員様からは，監査のお話をるる聞かせてもらったのですが，私，本日通告の

ほうでは監査事務に対して質問通告させていただいてございますので，端的にこちらのほうの

ウェブサイトを使いまして，大崎市でもそうなのですけれども，広報しているのですね。今ま

でも事務に関係するような瑕疵は当然ないものでございますので，やはり大きく圏域住民に広

報すべきだと私は思ってございますが，残り５０秒でございますので，その点につきまして再

質問をいたしますので，答弁をお願いいたします。 

○議長（関 武徳君） 安倍監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（安倍 潔君） お心遣い大変ありがとうございます。 

   それでは，御質問がありました監査事務のウェブサイトに監査結果を掲載しないのかについ

てお答えいたします。 

   監査等の結果につきましては，ただいま代表監査委員から答弁がありましたように，公表に

関しては，監査委員条例第４条で組合公告式条例の例によると規定しております。 

   組合公告式条例では，条例や規則の公表方法を組合庁舎掲示場への掲示と規定しており，監

査等の結果についてもこれに倣っているため，掲示の方法による公表としているものでござい

ます。 

   以上でございます。（「終わります」の声あり） 

○議長（関 武徳君） 以上で一般質問を終わります。 

   これをもって，本議会に付議されました案件の審議は全部終了しました。 

   よって，令和５年第１回大崎地域広域行政事務組合議会定例会を閉会いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

閉      会 

午後４時１８分 
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